


 

 



はじめに 

 

我が国の自殺者数は平成 10 年以降急増し、年間３

万人を超える状態が続いておりましたが、平成 18 年

10 月に「自殺対策基本法」が施行、また平成 19 年６

月には「自殺総合対策大綱」が策定され、国を挙げ

てさまざまな取組を行った結果、平成 22 年以降は 10

年連続の減少となりました。 

しかし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等

で自殺の要因となり得る様々な問題が悪化したこと

などにより、令和２年の自殺者数は 11 年ぶりに前年を上回りました。特に

女性や若者の自殺者が増えてきている現状にあり、小中高生につきまして

は、令和４年は過去最多自殺者数となっており、子ども・若者の自殺対策

は令和４年度改定された新たな自殺総合対策大綱でも重点施策の１つとな

っております。 

 

本町では、平成 31 年３月に「さつま町いのち支える対策推進計画」を策

定し、関係機関の皆様と連携し、自殺対策に取り組んでまいりました。  

この度、第１次計画の期間が令和５年度末で終了することに伴い、本町

の自殺の現状やこころの健康に関する意識調査結果、国や県の方針を踏ま

え「第２次さつま町いのち支える対策推進計画」を策定いたしました。  

今後は本計画に基づき、地域のつながりの強化、心身の健康づくりの推

進、相談支援体制の充実と人材育成を図り、関係団体の連携や協働を推進

し、誰も自殺に追い込まれることのない生き心地のいい町づくりを目指し

てまいります。 

 

結びに、本計画の策定にあたり、貴重なご意見やご指導を賜りましたさ

つま町自殺対策協議会及び部会の皆様をはじめ、関係各位、町民の皆様に

対しまして、心から御礼を申し上げ、今後の取組への一層のご理解とご協

力をお願い申し上げます。 

 

令和６年３月 

 

さつま町長  上野俊市 

  



持続可能な開発目標「ＳＤＧｓ」 

持続可能な開発目標 (SDGs)とは、2001 年に策定されたミレニア

ム開発目標(MDGs)の後継として、2015 年９月の国連サミットで採

択された「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」にて記載された

2016 年から 2030 年までの国際目標です。持続可能な世界を実現

するための 17 のゴール・169 のターゲットから構成され、地球上の誰

一人として取り残さない(leave no one behind)ことを誓っていま

す。SDGs は発展途上国のみならず、先進国自身が取り組むユニバーサ

ル（普遍的）なものであり、我が国も積極的に取り組んでいます。 

 

出典：外務省  ジャパンＳＤＧｓアクション・プラットフォーム 

 

令和４年９月 22 日にさつま町はＳＤＧｓを推進することを宣言い

たしました。本計画においては、特に以下に掲げるＳＤＧｓの７つの

目標を意識し、地域や関係団体及び関係機関等と連携の元、誰も自殺

に追い込まれることのないさつま町をめざします。 
 

    

    

 



文中の言葉の表現について  

 

「障がい」の表記  

障がいのある人やその家族の中には、従来用いられてきた「障害」の

「害」という文字に、否定的なイメージ、差別感や不快感を持つ人がいま

す。 

本計画において、法令や制度、団体や施設等の固有名称で用いられ

ているものを除き、従来「障害者」「障害」と表記していたものについて、

すべて「障がい者」「障がい」と表記します。 

障がい者の人権を尊重するという観点やノーマライゼーション社会の

実現に向けた町民の意識醸成にもつなげることを目的としています。 

 

 

「自死」「自殺」の表記  

本計画では、以下の原則に則り表記する。 

 

「自死・自殺」の表現に関するガイドライン 

①行為を表現するときは「自殺」を使う 

例；「自殺防止」「自殺未遂」「自殺企図」「自殺のサイン」等  

➁多くの自殺は「追い込まれた末の死」として、プロセスで起きているこ

とを理解し、「自殺した」ではなく「自殺で亡くなった」と表現する 

③遺族や遺児に関する表現は「自死」を使う 

（ＮＰＯ法人 全国自死遺族総合支援センター：「自死・自殺」の表現に関す

るガイドライン） 
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１ 計画策定の趣旨 
我が国の自殺対策は、平成 18 年に自殺対策基本法が制定されて以降、

大きく前進しました。 

それまで「個人の問題」と認識されがちであった自殺は広く「社会の

問題」と認識されるようになり、国を挙げて自殺対策を総合的に推進し

た結果、自殺者数は３万人台から２万人台に減少するなど、着実に成果

を上げています。しかし、新型コロナウイルス感染症拡大の影響等で、

状況に変化が生じています。男性、特に中高年男性が自殺者数の大きな

割合を占める状況は変わっていませんが、令和２年には自殺の要因とな

り得る様々な問題が悪化したことなどにより、特に女性や小中高生の自

殺者数が著しく増加し、総数においては 11 年ぶりに前年を上回りまし

た。令和４年には男性の自殺者数も 13 年ぶりに増加し、小中高生の自殺

者数は過去最多となっています。我が国の自殺死亡率（人口 10 万人当た

りの自殺による死亡率）は、依然として、Ｇ７諸国の中で最も高く、自

殺者数も毎年２万人を超える水準で推移していることからも、非常事態

はいまだ続いていると言わざるを得ません。 

この間、「誰も自殺に追い込まれることのない社会」の実現を目指して

自殺対策を更に総合的かつ効果的に推進するため、施行から 10 年の節

目に当たる平成 28 年、自殺対策基本法が改正されました。自殺対策が

「生きることの包括的な支援」として実施されるべきこと等を基本理念

に明記するとともに、自殺対策の地域間格差を解消し、誰もが「生きる

ことの包括的な支援」としての自殺対策に関する必要な支援を受けられ

るよう、全ての都道府県及び市町村が「都道府県自殺対策計画」又は「市

町村自殺対策計画」（以下、「地域自殺対策計画」という。）を策定するこ

ととされました。 

当該地域における全事業の中から「生きる支援」に関連する事業を総

動員して、つまり既存の事業を最大限活かす形で策定・見直された地域

自殺対策計画は、全庁的な取組として当該地域の「生きることの包括的

な支援（＝自殺対策）」を推進する力になるからです。また、全国の地方

公共団体がこれを行うことにより、我が国の自殺対策も更に大きく前進

することになるはずです。 

「自殺は、その多くが追い込まれた末の死」であり、背景には精神保

健上の問題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや孤
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独・孤立など様々な社会的要因があることが知られています。自殺は本

人や家族、周りの方々にとっても大きな損失です。本町では関係団体・

機関等と緊密な連携を図り、周知啓発活動から実践的な取組まであらゆ

る対策を全町的な取組として推進し、「誰も自殺に追い込まれることのな

い生き心地のいい町づくり」の実現を目指します。 
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２ 計画の位置づけ 
本計画は、自殺対策基本法第 13 条 2 項に基づき、本町の状況に応じて

策定するものです。 

また、本計画は、令和４年 10 月に改定された自殺総合対策大綱の基本

理念を踏まえ、本町の自殺対策を推進していくための総合的な計画です。

同時に、中長期的な視点を持って継続的に実施していくものであり、「第

２次さつま町総合振興計画」の基本方針“『ひと』ふれあう さつま町”

に定める基本目標Ⅱ｢希望に満ちて、生涯をいきいきと暮らせるまち｣の

実現に向けた、本町の自殺対策の基本となる計画です。また、｢第３次健

康さつま２１｣等自殺対策に関連する他の計画とも連携を図るものです。 
 

図表 1-2-1 計画の位置づけ 

 

 

  

自殺対策基本法 

自殺総合対策大綱 

さつま町いのち支える対策推進計画  

健康さつま２１  

さつま町地域福祉計画  

さつま町高齢者福祉計画・介護保険事業計画  

さつま町子ども・子育て支援事業計画  

関
連
計
画 

さ
つ
ま
町
総
合
振
興
計
画 

鹿児島県自殺対策計画  整合 
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３ 計画の期間 
自殺総合対策大綱がおおむね５年に１回を目安に改定が行われてきて

おり、町の計画もこうした国の動きや自殺の実態、社会状況等の変化に

あわせ、おおむね５年に１回を目安に内容の見直しを行うこととし、本

計画の推進期間を令和６年度から令和 10 年度の５年間の計画とします。 
 

図表 1-3-1 計画の期間  

 

 

 

４ 計画の数値目標 
自殺総合対策大綱では、「令和８年までに自殺死亡率を平成 27 年と比

べて 30％以上減少させる」という目標を掲げています。 

一方で、さつま町としては、自殺対策を通じて最終的に目指すのは「誰

も自殺に追い込まれることのない生き心地のいい町づくり」です。した

がって｢第２次さつま町総合振興計画｣や｢第３次健康さつま２１｣との整

合を図り、計画最終年度の令和 10 年度までに、年間に自殺で亡くなる方

を出さないことを目標とします。 

 

 

このページは白紙です。  
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１ 自殺に関する統計 
自殺に関する統計データには、主に、厚生労働省の「人口動態統計」

と警察庁の「自殺統計」の２種類があります。 

厚生労働省の「人口動態統計」では、日本人を対象に集計しています

が、警察庁の「自殺統計」は、日本における外国人も対象に集計してい

ます。 

本計画においては、「自殺統計（自殺日・居住地）」を主として使用し

ます。 

 

 

 

 

 

  

【厚生労働省「人口動態統計」と警察庁「自殺統計」の違い】  

■調査対象の差異  

厚生労働省の「人口動態統計」は、日本における日本人を対象。  

警察庁の「自殺統計」は、総人口（日本における外国人を含む。）を対象。  

■調査時点の差異  

厚生労働省の「人口動態統計」は、住所地を基に死亡時点で計上。  

警察庁の「自殺統計」は、発見地を基に自殺死体発見時点（正確には認知）で計

上。 

なお、いずれの統計も、暦年（１月から 12 月まで）の統計。 

■事務手続き上（訂正報告）の差異  

厚生労働省の「人口動態統計」は、自殺、他殺あるいは事故死のいずれか不明の

ときは自殺以外で処理しており、死亡診断書等について作成者から自殺であった旨

の訂正報告がない場合は、自殺に計上しない。 

警察庁の「自殺統計」は、捜査等により、死亡の理由が自殺であると判明した時

点で自殺統計原票を作成し、計上。 
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（１）自殺者数と男女別自殺者数の推移 

本町の近年の自殺者数は年間６名前後で推移しており、平成 25 年

～令和４年の総数で 60 人が自殺により亡くなっています。５区間（５

年間）の移動平均を見ると、本町の自殺者数は減少傾向を示していま

す。 

 

図表 2-1-1 男女別自殺者数の推移  

 

資料：厚生労働省｢地域の自殺の基礎資料｣より作成 

※５名未満の箇所は非公開とします。 

  

9
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H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4

（人）

男性 女性 5 区間移動平均 (男性) 5 区間移動平均 (女性)



第２章 本町における自殺の現状 

11 

（２）自殺死亡率の推移 

本町の人口 10 万人当たりの自殺死亡者数を示す自殺死亡率は、令

和元年の 9.3 が最低値で、平成 27 年は 56.0 と大きなばらつきが見ら

れます。 

本町と全国・鹿児島県との比較では、令和元年と令和３年は全国・

鹿児島県を下回り、平成 26 年は県を僅かながら下回っていますが、そ

の他の年は全て全国・鹿児島県ともに上回っており、特に平成 27 年

（56.0）、29 年（40.5）、30 年（32.1）は、大幅に上回っています。 

 

図表 2-1-2 自殺死亡率の推移  

 

資料：厚生労働省｢地域の自殺の基礎資料｣より作成 
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（３）男女・年代別自殺者割合 

本町の自殺者数の５年間累計（平成 30 年～令和４年）は 21 人であ

り、内訳では男性が 16 人（76.2％）、女性が５人（23.8％）で男性の

割合が高くなっています。 

 

図表 2-1-3 自殺者数の男女割合  

 
資料：警察庁「自殺統計」 

 

男女・年代別自殺者の割合を全国と比較すると、男女とも 60 歳代、

70 歳代、80 歳代において、本町が全国を上回っています。特に、80 歳

代以上において、全国よりも著しく高い割合となっています。 

 

図表 2-1-4 男女・年代別自殺者割合（平成 30 年～令和４年の５年間の累計）  

 
資料：厚生労働省｢地域の自殺の基礎資料｣より作成 
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（４）職業別自殺者数 

本町の自殺者の職業別の５年間累計では、年金・雇用保険等の生活

者が最も多く 11 人となっており、その他の無職者、有職者と続いてい

ます。 

 

図表 2-1-5 職業別自殺者数（平成 30 年～令和４年の５年間の累計）  

 
資料：警察庁「自殺統計」 

※５名未満の箇所は非公開とします。  

 

 

（５）自殺者の未遂歴別の状況 

本町の自殺者の５年間の累計における自殺未遂歴を有する割合

23.5％は、県 23.1％及び全国の 19.5％を上回っています。 

 

図表 2-1-6 自殺未遂歴の状況（平成 30 年～令和４年の５年間の累計）  

 
資料：警察庁「自殺統計」 

11

0

12

有職者 学生・生徒 主婦 失業者 年金・

雇用保険等

生活者

その他の

無職者

職業不詳

（人）

19.5

23.1

23.5

あり

62.5

68.2

76.5

なし

17.9

8.7

不詳

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

全国

鹿児島県

さつま町

凡例
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（６）自殺の原因・動機の状況 

本町の自殺者の原因・動機別の５年間累計では、健康問題が圧倒的

に多く 21 人となっています。しかし、図表 2-1-9 のとおり、自殺の多

くは多様で複合的な原因および背景を有しており、様々な要因が連鎖

する中で起きています。 
 

図表 2-1-7 原因・動機別自殺者数（平成 30 年～令和４年の５年間の累計）  

 

資料：警察庁「自殺統計」 

※５名未満の箇所は非公開とします。  

 

 

（７）自殺者の同居人の有無別状況 

同居人の有無別でみると、過去 5 年間（平成 30 年～令和 4 年）に自

殺で亡くなった方のうち、同居人がいる人の割合が 33.3％となってい

ます。 
 

図表 2-1-8 同居人の有無  

 
資料：警察庁「自殺統計」 

21

0

25

家庭問題 健康問題 経済・

生活問題

勤務問題 交際問題 学校問題 その他 不詳

（人）

あり

33.3%

なし

66.7%
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（８）支援が優先されるべき対象群 

平成 29 年～令和３年の５年間における自殺の実態について、自殺

総合対策推進センターの「地域自殺実態プロファイル」により、町に

おいて自殺で亡くなる人の割合が多い属性（性別×年代別×職業の有

無別×同居人の有無別）の上位５区分が示されています。 
 

図表 2-1-9 主な自殺の特徴  

自殺者の特性上 位５区 分 ※1 
自殺者数  

(5 年計) 
割合  

自殺死亡 率 ※2 

（10 万対）  
背景にある主な自殺の危機経路 ※3 

1 位:男性 60 歳以上無職 独居  8 33.3% 328.3 
失 業（ 退 職 ） ＋ 死別 ・ 離別→うつ状

態→将来生活 への悲観→自殺  

2 位:男性 20～39 歳有職 同居  3 12.5% 60.1 

職 場 の人 間 関 係 ／ 仕 事 の悩 み(ブラッ

ク企 業 )→パワハラ＋ 過 労 →うつ状 態

→自殺  

3 位:女性 60 歳以上無職 独居  3 12.5% 45.7 
死 別 ・ 離 別 ＋ 身 体 疾 患 →病 苦 →うつ

状態→自殺  

4 位:男性 60 歳以上有職 同居  3 12.5% 37.5 

①【 労 働 者】 身 体 疾 患 ＋ 介 護 疲 れ→

アルコール依 存→うつ状 態→自 殺 ／②

【 自 営 業 者 】 事 業 不 振 →借 金 ＋ 介

護疲れ→うつ状態→自殺  

5 位:男性 60 歳以上無職 同居  2 8.3% 24.1 
失 業 （ 退 職 ） →生 活 苦 ＋ 介 護 の悩

み（疲れ）＋ 身体疾 患→自殺  

資料：警察庁自殺統計原票データを厚生労働省（自殺対策推進室）にて特別集計  

※１：順位は自殺者数の多さにもとづき、自殺者数が同数の場合は自殺率の高い順としています。 

※２：自殺死亡率の母数（人口）は令和２年国勢調査を元に自殺総合対策推進センターにて推計

しています。  

※３：ＮＰＯ法人ライフリンクが行った 500 人以上の自殺で亡くなった方についての実態調査

から、自殺は平均すると 4 つの要因が連鎖して引き起こされており、それらの要因の連鎖

プロセス（「自殺の危機経路」という）は、性、年代、職業等の属性によって特徴が異な

ることが明らかになっています。上記表の「背景となった主な自殺の危機経路」の列には、

それぞれのグループが抱え込みやすい要因とその連鎖のうちの主なものが記載されてい

ます。  
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２ こころの健康に関する意識調査結果 

（１）調査の概要 

① 調査の目的 

本計画見直しのための基礎資料とするべく、町民の自殺に対する意

識や不安、悩み等についての意見を収集するために調査を実施しまし

た。 

 

② 調査の内容 

◼ 普段の生活や地域との付き合いについて 

◼ 「からだ」や「こころ」の健康について 

◼ 介護について 

◼ 相談について 

◼ うつ病に対する考えについて 

◼ 自殺に対する考えについて 

 

③ 調査の方法 

◼ 調査時期：令和５年１月 

◼ 調査対象：18 歳以上の町内在住者 1,000 名 

◼ 調査方法：郵送による配布・回収 

 

④ 回収状況 

配布数  有効回答数  有効回答率  

1,000 件  431 件  43.1% 
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（２）調査結果 

① 悩みやストレスについて 

ア ストレスとなること 

ストレスとなることとしては、「健康の問題」の割合が 42.9％で最

も高く、次いで、「特になし(23.4％)」、「家庭の問題(22.5％)」とな

っています。平成 30 年の前回調査と比べ「健康の問題」の割合が上

昇しています。 

 

イ 悩みやストレス等の解消法 

悩みやストレス等の解消法は、「テレビ・映画・ラジオ視聴（39.9％）」、

「のんびりする時間をとる（38.5％）」、「人と話す・話を聞いてもら

う（33.9％）」などの割合が高くなっています。 

 

32.8
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25.4

8.3

42.9

22.5
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そ
の
他

特
に
な
し

無
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答
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44.3

39.8

41.7

30.8

19.1

28.8

24.3

19.9

15.3

16.1

7.0

3.8

5.4

5.8

2.4

39.9

38.5

33.9

24.4

23.9

23.4

22.5

15.1

13.2

9.3

6.7

5.1

4.9

6.7

1.2

0 10 20 30 40 50

テレビ・映画・ラジオ視聴

のんびりする時間をとる

人と話す・話を聞いてもらう

趣味・スポーツ

食べる

寝る

買い物

お酒を飲む

音楽を聴く（カラオケ含）

旅行・ドライブ

たばこを吸う

ギャンブル・勝負事

その他

特になし

無回答

(%)

H30
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② 相談について 

ア 不満・悩み・つらい気持ちを受け止めてくれる相手 

不満・悩み・つらい気持ちを受け止めてくれる相手については、「同

居の家族」の割合が 52.9％で最も高く、次いで、「友人」が 41.1％、

「同居の家族以外の親族」が 30.6％となっています。平成 30 年の前

回調査と比べ「相談相手はいない」の割合が上昇しています。  

 

 

 

  

54.5

41.7

26.4

11.7

9.9

3.4

5.6

1.0

0.2

1.0

0.4

5.8
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8.2
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41.1

30.6

14.6

7.4

6.0

5.8

0.7

0.5

0.2

0.2

4.9

6.5

2.8
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同居の家族

友人

同居の家族以外の親族

近所の知り合い

会社の上司や同僚

ヘルパー・介護支援専門員

医師

公の相談機関の相談員

カウンセラー

学校の先生

民間ボランティアの電話相談等

その他

相談相手はいない

無回答

(%)

H30
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イ 専門の医療機関への相談 

よく眠れない日が続いたり、大きな精神的ストレスを抱えていると

きに、かかりつけ医や精神科などの専門の医療機関を受診し相談する

かについては、「おそらく相談する」の割合が 35.5％で最も高く、次

いで、「相談する」が 29.7％、「おそらく相談しない」が 21.1％、「相

談しない」が 9.0％となっています。 

 

「おそらく相談しない」「相談しない」と回答した人に、その理由

を聞いたところ、「自然に治るだろうから」の割合が 43.8％で最も高

く、次いで「自分で解決できるから」が 37.7％、「どこで受診すれば

いいかわからない」が 12.3％となっています。平成 30 年の前回調査

と比べ「仕事や家族の世話で忙しいから」「周囲の目が気になるから」

「近くに医療機関がないから」の割合が大幅に低下しています。  

 

30.6
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11.0

29.0
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9.0

9.0
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9.2

9.2
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3.8

3.1

3.1
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仕事や家族の世話で忙しいから

近くに医療機関がないから

周囲の目が気になるから

怖いから

その他

該当なし

専門の医療機関へ相談しない理由

H30

R5

(%)
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③ うつ病や自殺に関する考えについて 

ア うつ病のサイン 

自分で感じる症状・周りから見てわかる症状・身体に出る症状とい

った「うつ病のサイン」については、「少しは知っている」の割合が

52.2％で最も高く、次いで「知らない」が 25.5％、「よく知っている」

が 15.1％となっています。 

 

 

イ 自分自身のうつ病のサインに気づいたとき、専門の医療機

関等に相談するか 

回答者が自分自身の「うつ病のサイン」に気づいたとき、専門の医

療機関等に相談するかについて聞いたところ、「（相談すると）思う」

の割合が 47.8％で最も高く、次いで「わからない」が 36.7％、「（相

談すると）思わない」が 10.7％となっています。 

 

 

  

13.9

15.1

56.3

52.2

22.5

25.5

7.4

7.2

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H30
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よく知っている 少しは知っている 知らない 無回答

50.3

47.8

10.9

10.7

32.0

36.7

6.8

4.9

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H30

R5

思う 思わない わからない 無回答
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ウ 身近な人のうつ病のサインに気づいたとき、専門の医療機

関等を勧めるか 

家族などの身近な人の「うつ病のサイン」に気づいたとき、専門の

医療機関等を勧めるかについて聞いたところ、「勧める」の割合が

68.2％で最も高く、次いで「わからない」が 24.8％、「勧めない」が

2.1％となっています。平成 30 年の前回調査と比べ「勧める」の割合

が低下し、「勧めない」「わからない」の割合が上昇しています。 

 

エ 本当に自殺したいと思ったことの有無 

「あなたは、これまでの人生の中で、本当に自殺したいと思ったこ

とがありますか」という質問に対して、「自殺したいと思ったことが

ある」と回答した割合は 14.8％となっており、平成 30 年の前回調査

から改善が見られません。 
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オ 周囲での自殺者について 

「あなたの周りで自殺をした方はいらっしゃいますか」という質問

に対して、「いる」と回答した割合は 37.8％となっており、平成 30 年

の前回調査から低下しています。 

 

 

  

45.3

37.8

48.9

54.8

5.8

7.4

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

H30
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いる いない 無回答



第２章 本町における自殺の現状 

23 

④ 町の自殺対策について 

ア 自殺を予防し、減少させるために大切なこと 

自殺を予防し、減少させるために大切だと思われることや充実させ

てもらいたいことを聞いたところ、「孤立化しやすい人を地域で見守

るネットワークづくり」の割合が 36.2％で最も高く、次いで「家庭

や学校での『いのちの教育』」が 34.8％、「地域や職場での『こころの

健康づくり』」が 26.5％となっています。 

 

 

34.6

48.1

32.6
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12.7

17.1

15.9

15.1

7.2
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１ 計画の基本理念 
 

誰も自殺に追い込まれることのない 

生き心地のいい町づくりをめざす 

 

自殺は、その多くが追い込まれた末の死です。自殺の背景には、精神

保健上の問題だけでなく、過労、生活困窮、育児や介護疲れ、いじめや

孤独・孤立などの様々な社会的要因があることが知られています。  

自殺に至る心理としては、様々な悩みが原因で追い詰められ自殺以外

の選択肢が考えられない状態に陥ることや、社会とのつながりの減少や

生きていても役に立たないという役割喪失感から、また与えられた役割

の大きさに対する過剰な負担感から、危機的な状態にまで追い込まれて

しまう過程と捉えることができます。 

自殺に追い込まれるという危機は「誰にでも起こり得る危機」です。  

そのため、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有機

的な連携が図られ、｢生きることの包括的な支援｣として実施されなけれ

ばなりません。自殺対策基本法は第１条において、｢自殺対策を総合的に

推進して自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等の支援の充実を図

り、もって国民が健康で生きがいを持って暮らすことのできる社会の実

現に寄与することを目的とする ｣とうたっています。 

これらの考え方を踏まえ、本町においては上記の基本理念を掲げ、本

計画の総合的な推進に取り組みます。 
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図表 3-1-1 自殺の危機要因イメージ 

 
出典：厚生労働省「市町村自殺対策計画策定の手引」 
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２ 自殺対策の基本認識 
自殺総合対策大綱では、自殺の現状と自殺総合対策における基本認識

として以下を挙げています。 

①  自殺は、その多くが追い込まれた末の死である 

②  年間自殺者数は減少傾向にあるが、非常事態はいまだ続いている  

③  新型コロナウイルス感染症拡大の影響を踏まえた対策の推進  

④  地域レベルの実践的な取組をＰＤＣＡサイクルを通じて推進する  

 

また、基本方針として以下の６点が掲げられています。 

①  生きることの包括的な支援として推進する 

②  関連施策との有機的な連携を強化して総合的に取り組む  

③  対応の段階に応じてレベルごとの対策を効果的に連動させる  

④  実践と啓発を両輪として推進する 

⑤  国、地方公共団体、関係団体、民間団体、企業及び国民の役割を明

確化し、その連携・協働を推進する 

⑥  自殺者等の名誉及び生活の平穏に配慮する 

 

 
出典：いのち支える自殺対策推進センター「自殺対策概要」 
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３ 基本方針 
【地域自殺対策政策パッケージ｢基本パッケージ｣】 

以下の５つの施策は地域自殺対策の推進において、すべての自治体で

取り組むことが望ましいとされている基本的な施策で、地域自殺対策政

策パッケージ「基本パッケージ」として位置づけられています。  

①  地域におけるネットワークの強化 

②  自殺対策を支える人材の育成 

③  住民への啓発と周知 

④  生きることの促進要因への支援 

⑤  児童生徒のＳＯＳの出し方に関する教育 

 

さつま町では、町の自殺の実態やこころの健康に関する意識調査の結

果を踏まえ、かつ、国の自殺総合対策推進センターが作成した地域自殺

対策政策パッケージにのっとり、さつま町独自の以下の４つの自殺対策

の方針を定め、目標を達成するために具体的取組を展開していきます。  

 
地域のつながりの強化  

 

個を尊重し合いながら、安心して暮らせるようなまちづく

り、居場所づくりを支援し、子どもが社会において直面する

可能性のある様々な困難やストレスへの対処方法、ＳＯＳの

出し方を身につけられるよう教育・啓発を行います。 
 

 
心身の健康づくりの推進  

 

すべての町民が、心身の健康の重要性を認識し、自らの不

調に気づき対処することができるよう、「心と身体の健康づ

くり」に関して正しい知識を深めるための教育・啓発を推進

します。また、働く方が健康な生活を送れるよう、労働環境

の改善のための啓発を推進します。 
 

 
相談支援体制の充実と人材育成を図る  

 

生活や健康の不安等の悩みについて気軽に相談できる相

談窓口の充実・周知を行い、悩みを抱えた人が孤立しないよ

う、身近な人の悩みや異変に気づき、声を掛け、必要な見守

りができる人材(ゲートキーパー)の育成を促進します。 
 

基本方針①  

基本方針②  

基本方針③  
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関係団体の連携や協働を推進する  

 
さつま町自殺対策協議会を中心とした関係団体と引き続

き連携を行い、社会全体で取り組む自殺対策を推進します。 

 

 

  

基本方針④  
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計画の体系  

 

 

 

  

基本方針④　関係団体の連携や協働を推進する

（３）SOSの出し方に関する教育の充実

（１）連携や協働の推進

（２）アルコール対策の強化

（３）身体の健康づくりの促進

基本方針③　相談支援体制の充実と人材育成を図る

（４）労働環境の改善

基本方針①　地域のつながりの強化

（１）交流機会の促進

（２）いのちの教育の充実

基本方針②　心身の健康づくりの推進

（１）心の健康づくりの促進

（２）ゲートキーパー養成の促進

（３）社会の中で弱い立場にある人への支援

（４）自殺未遂者への支援

（５）自死遺族への支援

（１）相談窓口の充実

誰も自殺に追い込まれることのない

生き心地のいい町づくりをめざす
基本理念
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１ 基本方針① 地域のつながりの強化 

            

（１）交流機会の促進 

 

子どもから高齢者まで誰もが生き心地のいい町にするため、地域の

「つながり」を大切にする取組を行っていきます。 

また、地域における交流の場を増やすとともに、見守り・声かけ、

生活支援などにより、顔の見える関係が広がる地域づくりを行います。 

 

 

取組 内容 主な実施団体・支援団体 

地域の交流行事

等への参加 

· 地域行事や会合、スポーツ活動

に参加します。 

· 季節ごとの行事を開催し、参加

者同士の交流を図ります。 

町民 

全団体 

· 地域行事や会合、イベントへの

出席依頼がなされた際、積極的

に参加します。 

さつま警察署 

· スクールガードリーダーによる

見守りを行います。 

さつま町教育委員会 

地域サロンやころ

ばん体操の実施 

· 地域で集まり、学習やレクリエ

ーション、体操、お茶のみを実施

します。 

さつま町高齢者支援課 

さつま町保健福祉課 

· 主催者からの依頼に応じて、地

域サロンに参加し、講話を実施

します。 

さつま警察署 

高齢者クラブの

実施 

· 地域の高齢者が集い、グラウン

ドゴルフや調理実習など様々な

クラブ活動を実施します。 

さつま町高齢者クラブ連合会  

さつま町高齢者支援課 

· 単老長の会議に、自殺対策協議

会の内容を共有し、声かけ、見守

り、行事等行い、交流の機会を作

っていきます。 

· 高齢者クラブで活動をしている

グラウンドゴルフや美化活動等

へ参加を呼びかけます。 

さつま町高齢者クラブ連合会  

 

関連する 

ＳＤＧｓ 
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取組 内容 主な実施団体・支援団体 

認 知 症 カ フ ェ

（オレンジカフ

ェ）の開催 

· 物忘れが気になる方やご家族、

地域の高齢者が集い、レクリエ

ーションやお茶を楽しむ場を開

きます。 

さつま町地域包括支援センター 

さつま町民生委員児童委員協議会 

高齢者と子ども

の交流 

· 高齢者の生涯学習講座と子ども

会の連携を図り、高齢者と子ど

もが触れ合う機会を作ることを

検討します。 

さつま町社会福祉協議会 

さつま町民生委員児童委員協議会 

若年、青年層同

士の交流 

· ジュニアリーダークラブや農業

青年クラブ、商工会青年部等と

の定期的な交流を実施します。 

さつま町青年団 

地 域 で の 見 守

り・声かけ 

· 朝夕の登下校や散歩など、日常

のあらゆる場面において、子ど

もや高齢者の見守りと声かけを

行います。 

さつま町民生委員児童委員協議会 

若竹会 

· 通常業務を通じて、パトロール

等の実施による見守り及び通行

人等への積極的な声かけを行い

ます。 

さつま警察署 

ゴミだしサポー

ト 

· 地域支え合いネットワーク互助

事業やお助け隊による支援が必

要な方へのサポートを地域の方

が有料で行います。 

さつま町高齢者支援課 

さつま町保健福祉課 

町民（地域の活動団体等） 

町内全域で支え

あいマップ作り 

· 地域住民同士で居住地区の危険

箇所や見守りが必要な世帯の把

握、独居高齢者宅の把握などを

地図に落とし込み、情報の共有

を図ります。 

さつま町社会福祉協議会 

さつま町民生委員児童委員協議会 

さつま町高齢者支援課 

手話奉仕員養成

講座の実施 

· 聴覚障がい者との交流を促進し

ます。 

さつま町保健福祉課 

精神障がい者、

難病患者、小児

慢性特定疾病患

者同士の交流会 

· 精神障がい者、難病患者、小児慢

性特定疾病患者同士の交流会を

開催します。 

川薩保健所 

子育て世代の交

流 

· 子育て支援センターによる子育

てサークルを開催します。 

さつま町子ども支援課 

退職者の社会参

加の推進 

· シニアボランティア養成講座へ

の呼びかけを行います。 

· 生活困窮者への無料職業相談を

実施します。 

さつま町社会福祉協議会 

各種大規模イベ

ントへ救護班と

して参加 

· 看護師や医師の派遣依頼があっ

た際は、参加します。 

薩摩郡医師会 

さつまる・ふく

しマルシェの実

施 

· 障がいや障がい者への理解促進

と社会参加の場の創出と福祉事

業所等の活動ＰＲなどのため、

毎月２４日をふくしの日として

さつまる・ふくしマルシェを開

催します。 

さつま町保健福祉課 
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取組 内容 主な実施団体・支援団体 

各学校における

学校運営協議会

の充実 

· 学校や地域の課題について学校

運営協議会で熟議し、改善策を

考えます。 

さつま町教育委員会 

幼保小連携の充

実 

· 年２回の連絡会の開催とスター

トカリキュラムの確実な実施に

取り組みます。 

さつま町教育委員会 

小中高連携の充

実 

· 小中高の連携を活発にすること

で、子どもたちが将来のビジョ

ンを描きやすいようにします。 

さつま町教育委員会 

※主な実施団体等は、さつま町自殺対策協議会に属する団体(またはその団体に

属する団体)のみ掲載しています。 

 

 

 若年、青年層同士の交流・・・（さつま町青年団） 

 各種大規模イベントへの救護班として参加・・・（薩摩郡医師会） 

 さつまる・ふくしマルシェの実施・・・（さつま町保健福祉課）  

 各学校における学校運営協議会の充実・・・（さつま町教育委員会）  

 幼保小連携の充実・・・（さつま町教育委員会） 

 小中高連携の充実・・・（さつま町教育委員会） 

 

 

 ジュニアリーダークラブや農業青年クラブ、商工会青年部等との

定期的な交流を年１回実施します。（さつま町青年団） 
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（２）いのちの教育の充実 

 

児童生徒がいのちの大切さを実感し、生活上の困難、ストレスに直

面した時の対処方法を身につけるための教育を推進します。  

また、児童生徒にいのちの大切さを実感できる教育の実施に向けた

家庭や学校の環境づくりを進めます。 

 

 

取組 内容 主な実施団体・支援団体 

児童生徒に対し

てストレスへの

対処法を学ぶ機

会の提供 

· ストレスの対処法が載っている

啓発グッズを配布します。 

さつま町保健福祉課 

· 学校医として、専門施設への橋

渡しを行うため、学校職員、教育

委員会や子ども支援課と協力し

要支 援 児の 拾 い上 げ を行 い ま

す。 

薩摩郡医師会 

児童・生徒への教

育 

· 宮之城中学校 2 年生を対象に普

通救命講習を実施し、命の大切

さを伝えます。 

さつま町消防本部 

保護者への教育 · アンパンマンこどもくらぶ・ち

ゃぐりんキッズ等関連機関と子

育て支援として実施します。 

北さつま農業協同組合 

· PTA 等の救急講習で命の大切さ

を伝えます。 

薩摩郡医師会 

さつま町消防本部 

さつま町教育委員会 

いじめ防止活動 · 各学校における防犯講話の際、

いじめは犯罪であることを生徒

に指導します。 

さつま警察署 

· 小学校児童会及び中学校生徒会

による自主活動やいじめ問題を

考える週間を実施します。 

さつま町教育委員会 

イ ン タ ー ネ ッ

ト・携帯電話等

に関する啓発 

· 学校でインターネット利用の危

険性に関する普及活動を行いま

す。 

さつま町教育委員会 
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取組 内容 主な実施団体・支援団体 

いのちを育む事

業 

· 外部講師を招いて、児童生徒に

命の大切さを伝える授業を行い

ます。 

さつま町教育委員会 

· 町内の小学校５・６年生と保護

者、町内中学校１～３年生を対

象に在宅助産師による「いのち

を育む事業」を実施し、思春期の

子どもたちが、いのちの尊さを

含めた性について正しい認識を

養い、心身の健康を自己管理で

きる機会を提供します。 

さつま町子ども支援課 

※主な実施団体等は、さつま町自殺対策協議会に属する団体(またはその団体に

属する団体)のみ掲載しています。 

 

 

 児童・生徒への教育・・・（さつま町消防本部） 

 いのちを育む事業・・・（さつま町教育委員会、さつま町子ども支

援課） 

 

 

 小学５年生、中学３年生へ年１回啓発グッズを配布します。  

（さつま町保健福祉課） 
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（３）ＳＯＳの出し方に関する教育の充実 

 

児童生徒や保護者に対し、ＳＯＳの出し方や相談の方法に関する啓

発活動を強化します。 

また、学校や教育機関で、児童生徒や教職員へのＳＯＳの出し方に

関する教育プログラムを導入します。 

 

 

取組 内容 主な実施団体・支援団体 

専門医による児

童、生徒、保護者

に対する講習会

の実施 

· 専門医による講習会を実施しま

す。 

薩摩郡医師会 

児童生徒への授業

実施 

· 自分を大切にすることや身近に

いる信頼できる大人に相談する

大切さを伝える授業を実施しま

す。 

さつま町教育委員会 

教職員や保護者

に対する研修 

· 教職 員 や保 護 者に 児 童生 徒 の

SOS に気付き、受け止める研修を

実施します。 

さつま町教育委員会 

※主な実施団体等は、さつま町自殺対策協議会に属する団体(またはその団体に

属する団体)のみ掲載しています。 

 

 

 専門医による児童、生徒、保護者に対する講習会の実施・・・（薩

摩郡医師会） 

 児童生徒への授業実施・・・（さつま町教育委員会） 

 教職員や保護者に対する研修・・・（さつま町教育委員会） 

 

 

 職員や保護者に対し、ＳＯＳに気づき、受け止める研修を年１回

開催します。（さつま町教育委員会） 
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２ 基本方針② 心身の健康づくりの推進 

             

（１）心の健康づくりの促進 

 

日常生活や仕事上でのストレス等をチェックする機会を設け、心の

健康を保つための知識の普及・啓発や、町民の心の健康づくりへの意

識を高めます。 

 

 

取組 内容 主な実施団体・支援団体 

広報やイベント

等での啓発 

· 自殺予防週間・強化月間におい

て広報や啓発コーナーを設置し

ます。 

さつま町保健福祉課 

· 自殺予防週間に自殺対策キャン

ペーンを実施します。 

川薩保健所 

さつま町保健福祉課 

こころの健康づくりサポー

ター 

· 毎月第３水曜日に啓発ポロシャ

ツを着用します。 

着用可能な団体 

· 広報紙や通常業務等を通じて相

談窓口等の広報を行います。 

さつま警察署 

ストレスチェック

の実施 

· 所属する職員全員にストレスチ

ェックを実施します。 

全団体（従業員数 50 人以上

の事業所） 

· 高ストレス者に対する産業医面

談を推進します。 

薩摩郡医師会 

メンタルヘルス

に関する町民医

療講座や基礎研

修を開催 

· 出前講座等を利用して、サロン

で講座を開催します。 

さつま町保健福祉課 

さつま町社会福祉協議会 

さつま町民生委員児童委員協議会 

産婦のメンタル

ヘルス支援 

· 新生児から乳児期までの育児中

の母親に対して、産後うつスク

リーニングや母子愛着スクリー

ニングを実施します。 

さつま町子ども支援課 

子育て時のメン

タルヘルス支援 

· 児童虐待で取扱った際、児童相

談所や行政機関へ引き継ぎ、適

切な助言を行っています。 

さつま警察署 

 

関連する 

ＳＤＧｓ 
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取組 内容 主な実施団体・支援団体 

精神保健福祉に関

する大会への参加 

· 精神保健福祉に関する大会に参

加し、当事者や支援者の発表等

から心の健康について学習しま

す。 

さつま町保健福祉課 

こころの健康づくりサポーター 

地域活動支援セ

ンターや就労継

続支援事業の紹

介 

· 精神障害がある方に対して、相

談支援事業所等が、地域の活動

の場を紹介します。 

医療法人博仁会宮之城病院 

さつま町保健福祉課 

相談支援事業所等 

こころの健康に

関する意識調査 

· 令和９年にこころの健康や自殺

対策に関する町民の考え方を調

査し（「こころの健康に関する意

識調査」）、計画の見直し等に反

映することを目指します。 

さつま町保健福祉課 

※主な実施団体等は、さつま町自殺対策協議会に属する団体(またはその団体に

属する団体)のみ掲載しています。 

 

 

 産婦のメンタルヘルス支援・・・（さつま町子ども支援課） 

 

 

 令和９年にこころの健康や自殺対策に関する町民の考え方を調査

し（「こころの健康に関する意識調査」）、計画の見直し等に反映す

ることを目指します。（さつま町保健福祉課） 

 町出前講座「心の健康づくり」の受講者数が増えるよう、周知啓発

を行います。（さつま町保健福祉課） 

 

 
 

「ターコイズブルー」は、爽やかな色で

心を癒やし、コミュニケーションを助ける

色となっています。さつまるちゃんとメッ

セージを見た方が癒やされたり、元気づけ

られたり、誰かと話そうと思うきっかけに

なることを願って作られました。町職員を

はじめ、関係機関の方々と毎月第三水曜日

に着用して啓発しています。  

こころポロシャツ  

ワンポイント  
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（２）アルコール対策の強化 

 

アルコールに関する基礎知識や、適切なアルコールとの付き合い方

の普及・啓発を行い、アルコールによる心身への弊害について町民の

認識を高めます。 

 

 

取組 内容 主な実施団体・支援団体 

アルコールに関

する基礎知識の

普及啓発 

· 広報紙への掲載や、窓口にリー

フレット、冊子等の設置を行い

ます。 

川薩保健所 

さつま町保健福祉課 

· 相談時、情報の提供を行います。 医療法人博仁会宮之城病院 

· 飲酒、喫煙、薬物乱用防止に関す

る児童生徒への授業を実施しま

す。 

さつま町教育委員会 

AA（アルコールに

関する自助グルー

プ）の普及啓発 

· 広報紙への掲載や、窓口にリー

フレット、冊子等の設置を行い

ます。 

川薩保健所 

さつま町保健福祉課 

アルコールの危

険性に対する教

育の実施 

· 各学校からの依頼に基づいて行

う薬物乱用防止教室において、

子どもにアルコールの危険性を

教育します。 

さつま警察署 

アルコール依存

症患者の早期発

見 

· 日常診療や健診で拾い上げ、保

健福祉課へ連絡し対応を協議し

ます。 

薩摩郡医師会 

アルコールの弊

害と適切な飲酒

について啓発 

· 交流会時に啓発資料の配布を行

います。 

さつま町青年団 

※主な実施団体等は、さつま町自殺対策協議会に属する団体(またはその団体に

属する団体)のみ掲載しています。 

 

 

 アルコールの危険性に対する教育の実施・・・（さつま警察署） 

 アルコール依存症患者の早期発見・・・（薩摩郡医師会） 

 アルコールの弊害と適切な飲酒について啓発・・・（さつま町青年

団） 
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 アルコールに関する基礎知識やＡＡ（アルコールに関する自助グ

ループ）の普及啓発について、年に１回広報紙へ掲載します。  

（さつま町保健福祉課） 
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（３）身体の健康づくりの促進 

 

各種健診の受診率向上を目指した取組を強化するとともに、日常的

な運動等の普及啓発を行うことで、身体の健康を促進します。  

 

 

取組 内容 主な実施団体・支援団体 

職場内で運動の

機会を設ける 

· 適宜、体力測定や柔道、剣道の訓

練を実施します。 

さつま警察署 

体力向上の取組の

推進 

· 体力アップチャレンジかごしま

に積極的に取り組みます。 

さつま町教育委員会 

職場健診の受診

を勧める 

· 雇用者は従業員の健康診断を実

施します。 

全団体（事業所等） 

特定健診、長寿

健診、各種がん

検診受診率向上 

· 国民健康保険・後期高齢者医療

保険の被保険者へ年に１回の特

定健診・長寿健診を勧めます。 

· 町民 に 各種 が ん検 診 を勧 め ま

す。 

さつま町保健福祉課 

· 保健福祉課と健診時期等を協議

し対策を検討します。 

薩摩郡医師会 

· 特定健診受診率 70％以上を目指

します。 

さつま町保健福祉課 

町民講座の開催 · 救急医療町民講座や在宅医療住

民フォーラムを年 1 回開催する

ことを目指します。 

薩摩郡医師会 

さつま町保健福祉課 

さつま町消防本部 

※主な実施団体等は、さつま町自殺対策協議会に属する団体(またはその団体に

属する団体)のみ掲載しています。 

 

 

 体力向上の取組の推進・・・（さつま町教育委員会） 

 

 

 特定健診受診率 70％以上を目指します。（さつま町保健福祉課） 

 救急医療町民講座や在宅医療住民フォーラムを年１回開催することを目

指します。（薩摩郡医師会、さつま町保健福祉課、さつま町消防本部）  
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（４）労働環境の改善 

 

事業所は、青年期・壮年期の職場等におけるこころの健康づくりの

推進や働きやすい環境づくりに努め、こころの不調が見られる人に産

業医や医療機関を紹介し、従事者が心身の健康を保ちながら末永く働

けるような取組を推進します。 

 

 

取組 内容 主な実施団体・支援団体 

ワーク・ライフ・

バランスの推進 

· 定時退庁日の設置、休暇取得の

推進を実施します。 

全団体（事業所等） 

職場におけるコミ

ュニケーションの

尊重 

· 部署間の連携ミーティングを積

極的に行います。 

北さつま農業協同組合 

就労体験ができ

る職場について

の相談 

· 早期就職が困難な場合、就労体

験や職場見学についての相談に

応じます。 

川内公共職業安定所宮之城出張所 

児童生徒の職場

見学・職場体験

学習の推進 

· 職場 体 験学 習 の受 け 入れ を 行

い、将来の就業を描く機会を提

供します。 

川内公共職業安定所宮之城出張所 

北さつま農業協同組合 

· 幼稚園、小学校等、毎年職場見学

の受け入れを行います。 

さつま警察署 

小規模事業所へ

の介入 

· 産業医のいない 50 名未満の事

業所へ北薩地域産業保健センタ

ーの利用を促します。 

薩摩郡医師会 

※主な実施団体等は、さつま町自殺対策協議会に属する団体(またはその団体に

属する団体)のみ掲載しています。 

 

 

 小規模事業所への介入・・・（薩摩郡医師会） 

 

 

 令和９年のこころの健康に関する意識調査において、勤務問題が

ストレスの要因となる割合が減少するよう、ワーク・ライフ・バ

ランスを推進します。（全団体（事業所等）） 



第２次さつま町いのち支える対策推進計画 

48 

３ 基本方針③ 相談支援体制の充実と人材育成を図る 

              

（１）相談窓口の充実 

 

相談窓口を明確にし、町民が相談しやすい環境をつくり、相談窓口

の充実を図ります。また、法律や子育て等の各種専門家による相談や、

職場、なじみの店舗等で気軽に相談できるような体制づくりを行いま

す。 

 

 

取組 内容 主な実施団体・支援団体 

相談窓口の明確

化 

· リーフレットやガイドブックの

配布、窓口への設置、ポスターの

掲載を行います。 

· 広報紙やホームページ等を通じ

て、適宜紹介します。 

全団体 

· 子育て専用ダイヤルを設置して

います。 

さつま町子ども支援課 

· ＳＮＳで相談窓口の情報提供を

行うことを検討します。 

さつま町保健福祉課 

相談窓口のＤＸ

化 

· LINE などを用いて個別相談を容

易にすることを検討します。 

薩摩郡医師会 

匿名での相談、

秘密の保持につ

いてＰＲ 

· 配布資料への秘密保持の記入や

説明を行います。 

全団体（事業所等） 

職場内における

相談支援体制の

充実 

· 上司への相談を基本に、職場の

配置換えや異動、人員補充や業

務の見直しを行うなどの相談体

制を整備します。 

北さつま農業協同組合 

さつま町商工会 

理髪店、温泉場

等の活用 

· 相談されたり、小耳にはさんだ

場合は、専門の機関に話をする

よう 周 知す る こと を 検討 し ま

す。 

さつま町商工会 

 

  

関連する 

ＳＤＧｓ 
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取組 内容 主な実施団体・支援団体 

いじめの早期発

見・早期対応 

· 少年サポートセンターやヤング

テレフォンを通じて、適切に対

応します。 

さつま警察署 

· いじ め に関 す るア ン ケー ト や

PTA 等でいじめ問題に関する情

報を提供し、保護者との連携を

深めます。 

さつま教育委員会 

相談窓口の利用 · 全ての人は、状況に応じて早め

に各種相談窓口を利用します。 

全団体 

相談窓口の充実 · 気軽に相談できる体制づくりに

努めます。 

さつま町保健福祉課 

各種相談への対

応 

· 24 時間体制で適切に対応し、速

やか に 関係 機 関へ 引 き継 ぎ ま

す。 

さつま警察署 

トラブル・事故

に関する相談 

· 24 時間対応し、適切にアドバイ

ス等を行います。 

さつま警察署 

精神保健に関す

る相談 

· 電話相談、面接相談に対応しま

す。 

医療法人博仁会宮之城病院 

川薩保健所 

さつま町保健福祉課 

· 利用者の相談に対応します 若竹会 

認知症・権利擁

護等に関する相

談 

· 電話相談、面接相談に対応しま

す。 

医療法人博仁会宮之城病院 

さつま町地域包括支援センター 

生活困窮・借金

等に関する相談 

· 電話相談、面接相談に対応しま

す。 

さつま町社会福祉協議会 

さつま町保健福祉課 

子育てに関する

相談 

· 電話相談（子育て相談専用ダイ

ヤルの設置あり）、面接相談に対

応します。 

さつま町子ども支援課 

障がい福祉に関

する相談 

· 電話相談、面接相談に対応しま

す。 

さつま町社会福祉協議会 

さつま町子ども支援課 

さつま町保健福祉課 

就職・仕事に関

する相談 

· 電話相談、面接相談に対応しま

す。 

川内公共職業安定所宮之城出張所 

農業経営・生活

に関する相談 

· 電話相談、面接相談に対応しま

す。 

北さつま農業協同組合 

※主な実施団体等は、さつま町自殺対策協議会に属する団体(またはその団体に

属する団体)のみ掲載しています。 
 

 

 相談窓口の DX 化・・・（薩摩郡医師会） 

 各種相談への対応・・・（さつま警察署） 
 

 
 ＳＮＳ等で年２回相談窓口の情報提供を行います。（さつま町保健福祉課） 
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（２）ゲートキーパー養成の促進 

 

自殺の危険性の高い人の早期発見、早期対応を図るため、自殺や自

殺関連事象に関する正しい知識の普及や、自殺の危険を示すサインに

気づき、声をかけ、話を聴き、必要に応じて専門家につなぎ、見守る

「ゲートキーパー」の役割を担う人材を育成します。 

ゲートキーパー養成の取組を促進するとともに、町民一人ひとりが、

周りの人の異変に気づいた場合に、身近なゲートキーパーとして適切

に行動することができるよう必要な基礎的知識の普及・啓発を図りま

す。 

また、講座や研修会を通じて、人材の育成後もスキルアップ研修等

を行い、地域全体でお互いを支えあう意識を高めることを促進します。 

 

 

取組 内容 主な実施団体・支援団体 

団体ごとにゲー

トキーパーを養

成する 

· 若年層の支援者を対象にゲート

キーパー養成講座の開催や相談

対応の研修会を実施します。 

川薩保健所 

ゲートキーパー

1,000 人を養成

する 

· 町主催のゲートキーパー養成講

座を年 1 回以上開催します。 

· 町職員がゲートキーパー養成講

座を 受 講す る こと を 促進 し ま

す。 

さつま町保健福祉課 

· 令和 10 年までに地域にゲート

キーパー 1,000 人を養成するこ

とを目指します。 

さつま町保健福祉課 

ゲートキーパー

養成講座へ参加 

· 各団体が行うゲートキーパー養

成講座へ医師、看護師の積極的

参加を促進する方法を検討しま

す。 

薩摩郡医師会 

· 各団体が行うゲートキーパー養

成講座の参加を推進します。 

さつま町商工会 

※主な実施団体等は、さつま町自殺対策協議会に属する団体(またはその団体に

属する団体)のみ掲載しています。 
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 ゲートキーパー養成講座の実施・・・（さつま町保健福祉課） 

 ゲートキーパー養成講座へ参加・・・（薩摩郡医師会、さつま町商

工会） 

 

 

 令和 10 年までに地域にゲートキーパー1,000 人を養成することを

目指します。（さつま町保健福祉課） 

 令和９年のこころの健康に関する意識調査でゲートキーパーにつ

いて「聞いたことがあり、どのような役割かも知っている」の回答

率を 50％以上になるよう、普及啓発します。（さつま町保健福祉課） 

 

 
ゲートキーパーとは、悩んでいる人に気づき、声をかけ、話を聴いて、必

要な支援につなげ、見守る人のことです。  

悩みを抱えた人は、「人に悩みを言えない」、「どこに相談に行ったらよい

かわからない」、「どのように解決したらよいかわからない」等の状況に陥る

ことがあります。周囲が悩みを抱えた人を支援するために、周囲の人々が、

ゲートキーパーとして活動することが必要です。  

自殺対策におけるゲートキーパーの役割は、心理社会的問題や生活上の問

題、健康上の問題を抱えている人や、自殺の危険を抱えた人々に気づき適切

にかかわることです。  

 

【ゲートキーパーの役割】  

気づき：家族や仲間の変化に気づいて、声をかける  

傾 聴：本人の気持ちを尊重し、耳を傾ける  

つなぎ：早めに専門家に相談するように促す  

見守り：温かく寄り添いながら、じっくりと見守る  

 

地域のかかりつけの医師、保健師等をはじめとする精神保健福祉従事者、

行政等の相談窓口職員、関係機関職員、公民館長・公民会長、民生委員・児

童委員や地域支え合い推進員、母子保健推進員、健康づくり推進員、ボラン

ティアなど、さまざまな人たちがゲートキーパーの役割を担うことが期待さ

れています。  

  

ゲートキーパーとは  

ワンポイント  
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（３）社会の中で弱い立場にある人への支援 

 

子どもや高齢者、障がい者、生活困窮者など、社会からの支援を必

要とする方々へ適切に介入して困りごとや悩みの複雑化、深刻化を防

ぐことができるよう、様々な相談・支援の充実を図ります。  

 

 

取組 内容 主な実施団体・支援団体 

福祉給食の実施 · 調理や食材の入手が困難な高齢

者の支援を実施します。 

さつま町社会福祉協議会 

さつま町高齢者支援課 

高齢者住宅安心

確保事業の実施 

· 高齢者世話付住宅 (町営 )に入居

している者に対し、生活支援員

を派遣して、生活指導、相談、安

否確認等のサービスを提供しま

す。 

さつま町高齢者支援課 

移動販売による

買い物支援 

· Ａコープ職員と農協職員による

巡回販売を実施します。 

北さつま農業協同組合 

地域生活支援事

業（福祉ホーム）

の実施 

· 家庭環境や住宅事情などの理由

により、居宅での生活をするこ

とが困難な障がい者の方々を支

援します。 

医療法人博仁会宮之城病院 

高齢者を介護す

る家族への支援 

· 在宅で要介護４、５の高齢者を

介護する町民税非課税世帯の家

族に介護用品 (購入券 )を支給し

ます。 

さつま町高齢者支援課 

· ｢介護者の語らう会｣を開催しま

す。 

さつま町地域包括支援センター 

レスパイト入院

の継続 

· 介護疲れの家族に対してレスパ

イト入院の活用を勧めていきま

す。 

薩摩郡医師会 

社会的入院の容

認 

· 要医療者のみならず、支援が必

要な者に対して入院での支援が

行えないか検討します。 

薩摩郡医師会 

認知症について

の講話 

· 認知症に対する勉強会や相談会

を、定期的に各公民館に出向い

て開催します。 

医療法人博仁会宮之城病院 

さつま町地域包括支援センター 

· 認知症サポーター養成講座、認

知症フォーラムを開催します。 

さつま町地域包括支援センター 
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取組 内容 主な実施団体・支援団体 

認知症と診断さ

れた方へのサポ

ート 

· 認知症地域支援推進員や認知症

初期集中支援チーム員を配置し

ます。 

さつま町地域包括支援センター 

· 年金友の会や部会の会合等で認

知症の方々に対する対応の研修

会を実施します。 

北さつま農業協同組合 

運転免許返納後

の支援 

· 必要に応じて、役場や交通安全

協会等と情報共有し、各種支援

を行います。 

さつま警察署 

さつま町地域包括支援センター 

災害時の要援護

者への支援 

· 役場 総 務課 と 実務 者 会議 を 行

い、具体的にマニュアルを作成

します。 

薩摩郡医師会 

· 災害時に支援が必要な要援護者

の把握と共助による避難の支援

を行います。 

さつま町保健福祉課 

さつま町区公民館長連絡協議会 

さつま町民生委員児童委員協議会 

生活困窮者への

訪問、相談 

· ｢さつまくらし・しごとサポート

センター｣において、関係機関と

連携しながら対応します。 

さつま町社会福祉協議会 

さつま町保健福祉課 

病気や障がいを

抱える人への支

援 

· 難病や小児慢性特定疾病、精神

障がい者等への相談支援や家庭

訪問、見守り活動等を行います。 

川薩保健所 

さつま町保健福祉課 

さつま町民生委員児童委員協議会 

· 病気や障がいを抱えている求職

者への就労相談、就職支援を実

施します。 

川内公共職業安定所宮之城出張所 

高齢者虐待及び

障がい者虐待の

被害者への支援 

· 必要 に 応じ て 適切 な 支援 を 行

い、関係機関と連携して対応し

ます。 

さつま警察署 

さつま町地域包括支援センター 

さつま町高齢者支援課 

児童虐待の早期

発見 

· 通報や相談に対応して、関係機

関と連携し継続相談・支援等を

行います。 

さつま町子ども支援課 

· 健診や関係機関と連携し、早期

発見のために連絡調整を行いま

す。 

さつま町子ども支援課 

· 各種活動を通じて早期発見に努

め、児童相談所への通報を確実

に行います。 

さつま警察署 

DV 被害者への支

援 

· 通報や相談に対応して、関係機

関と連携し継続相談・支援等を

行います。 

さつま町子ども支援課 

· 相談窓口を設置し、関係機関と

連携し継続相談・支援等を実施

します。 

さつま町子ども支援課 

· 必要 に 応じ て 適切 な 支援 を 行

い、関係機関と連携して対応し

ます。 

さつま警察署 
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取組 内容 主な実施団体・支援団体 

不登校児への支

援 

· 相談窓口を設置します。 

· ＩＣＴを活用して学習等の支援

を行います。 

· SSW、SC の活用を図ります。 

さつま町教育委員会 

· 関係機関と連携し継続相談・支

援等を実施する 

さつま町子ども支援課 

引きこもり者へ

の支援体制を整

備 

· 家庭訪問等により支援します。 さつま町民生委員児童委員協議会 

※主な実施団体等は、さつま町自殺対策協議会に属する団体(またはその団体に

属する団体)のみ掲載しています。 

 

 

 レスパイト入院の継続・・・（薩摩郡医師会） 

 社会的入院の容認・・・（薩摩郡医師会） 

 

 

 健診、相談、教室で親子の愛着形成の大切さを伝え、各種健診や

相談の 95％の受診を目指します。（さつま町子ども支援課） 
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（４）自殺未遂者への支援 

 

重大な事態に陥りやすい自殺未遂者の再度の自殺企図を防ぐため、

訪問・相談・情報提供等の支援を行います。 

 

 

取組 内容 主な実施団体・支援団体 

自殺ハイリスク

者への支援 

· 消防本部、川薩保健所、役場保健

福祉課と連携を図り、相談・情報

提供等の支援を行います。 

川薩保健所 

さつま町消防本部 

さつま町保健福祉課 

· 本人・家族の希望により面接や

訪問を行い支援します。 

川薩保健所 

さつま町保健福祉課 

自殺に関する情

報収集 

· 統計より情報を収集し分析しま

す。また、見えてくる課題に対し

て対策を講じます。 

川薩保健所 

さつま町保健福祉課 

自殺未遂事案取

扱い時の対応 

· 保健所及び病院等、関係機関と

情報共有し、各機関で行える支

援を行います。 

さつま警察署 

未遂者の事後検

証 

· 自殺 未 遂者 の 事後 検 証に つ い

て、関係機関と事後検証実現に

向けて検討を重ねます。 

薩摩郡医師会 

※主な実施団体等は、さつま町自殺対策協議会に属する団体(またはその団体に

属する団体)のみ掲載しています。 
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（５）自死遺族への支援 

 

悲しみや苦しみを打ち明けられず、抱え込んでしまいがちな自死遺

族に対して、寄り添う支援を行うとともに、必要な情報提供を推進し

ます。 

 

 

取組 内容 主な実施団体・支援団体 

身近な人を自殺

（自死）で亡く

した遺族への支

援 

· 大切な人を自殺（自死）で亡くさ

れた方々を対象に、つらさや悲

しさ等を語り合い支え合う場と

して 開 催さ れ る自 助 グル ー プ

「こころ・つむぎの会」について

周知し、自死遺族等を支援しま

す。 

川薩保健所 

さつま町保健福祉課 

検視業務での対

応 

· 遺族に寄り添った対応を行い必

要に応じて、支援する機関への

引き継ぎを行います。 

さつま警察署 

完遂者の事後検

証 

· 完遂者の事後検証の実現に向け

て関 係 各所 と 連携 し 検討 し ま

す。 

薩摩郡医師会 

※主な実施団体等は、さつま町自殺対策協議会に属する団体(またはその団体に

属する団体)のみ掲載しています。 
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４ 基本方針④ 関係団体の連携や協働を推進する 

            

（１）連携や協働の推進 

 

必要な支援につなげるため、本人の同意を得るなど、個人情報の適

切な管理に努めながら、関係団体との連携・協働による取組を推進し

ます。 

 

 

取組 内容 主な実施団体・支援団体 

かかりつけ医と

精神担当部署と

の連携 

· 平成 25 年 2 月より開始された川

薩地区 G-P ネットの周知と活用

の推進を図ります。 

薩摩郡医師会 

医療法人博仁会宮之城病院 

川薩保健所 

· 保健所と病院、役場等との連携

を強化し、今後も自殺対策協議

会での連携も図ります。 

川薩保健所 

自殺対策協議会 · 関係団体や組織で、自殺対策を

検討するため定期的に協議会部

会を開催します。 

さつま町自殺対策協議会 

地域と関係団体

との連携 

· 公民館長・公民会長、民生委員・

児童委員、地域支え合い推進員、

母子保健推進委員、健康づくり

推進員、ボランティアと医療・行

政・警察等とのケース会議を設

けます。 

全団体 

· ケース会議に積極的に参加し、

警察で取扱った事案で緊急性又

は必要性がある場合は、ケース

会議の開催を促します。 

さつま警察署 

※主な実施団体等は、さつま町自殺対策協議会に属する団体(またはその団体に

属する団体)のみ掲載しています。 

 

 

 地域と関係団体との連携・・・（さつま警察署） 

関連する 

ＳＤＧｓ 



第２次さつま町いのち支える対策推進計画 

58 

 

 

 自殺対策協議会及び部会それぞれを年１回実施し、連携を図りま

す。（さつま町自殺対策協議会） 
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５ さつま町 生きる支援関連取組一覧 
庁内の多様な事業から、生きることの阻害要因（失業･借金･病気･介護疲れ･孤独等）を減らし、生きることの促進要因（経済的安定･仕事･趣味･信頼関係等）を増やす取組

を行い、狭義の対策だけでなく、｢生きる支援｣に関するあらゆる取組を総動員して、包括的な支援として推進します。  

取 組 内 容 課（局・室）係 

基 本 方 針 

地
域
の
つ
な
が
り
の

強
化 

心
身
の
健
康
づ
く
り
の

推
進 

相
談
支
援
体
制
の
充
実

と
人
材
育
成
を
図
る 

関
係
団
体
の
連
携
や

協
働
を
推
進
す
る 

生きる支援に関する相談窓

口のリーフレット等を掲示 

各種手続きの為に窓口を訪れた町民に対し、生きる支援に関する様々な相談先を掲載したリ

ーフレットを掲示し、必要に応じて配布することで情報周知を図ります。 

（窓口の環境整備を行い、相談窓口の情報周知を図ります。）  

税務課 

 町民税係・資産税係 

町民環境課 

 町民係・人権同和対策係・太陽福祉センター係  

保健福祉課 

 福祉係・保険係・健康増進係 

高齢者支援課 

 高齢者支援係 

子ども支援課 

 子ども健康係 

  ●  

出前講座での情報提供 出前講座終了後、各種相談先を掲載したリーフレットの配布を行います。 企画政策課 

 企画政策係 

財政課 

 財政係 

町民環境課 

 環境係 

高齢者支援課 

 介護保険係・高齢者支援係 

保健福祉課 

 福祉係・保険係・健康増進係 

商工観光 PR 課 

 商工振興係 

社会教育課 

 社会教育係 

●  ●  

各種講座での情報提供 各種講座を開き、町民同士のコミュニケーションを推進します。講座終了後、リーフレット

等を配布し情報提供を行います。 

町民環境課 

 町民係 
●  ●  

こころの健康づくり・ゲー

トキーパーに関する研修の

受講 

窓口業務に従事する職員や、訪問調査・地域巡回を行う職員、また要望や相談対応に従事す

る職員等は、こころの健康づくりやゲートキーパーに関する研修を受講します。 

窓口業務・訪問・地域巡回・要望や相談対応に従

事する職員、それらに関連する施設・団体に所属

する者 

  ●  

広報広聴機能の充実 広報紙等で、自殺予防週間や自殺対策強化月間、また、生きる支援関連の特集記事や相談会

等の情報を掲載し、自殺対策に向けた全町的な取組を推進します。 

企画政策課 

 広報文書係 
●  ●  

町ホームページの充実 町のホームページや SNS を活用し、町自殺対策計画についての情報発信や自殺対策に関する

正しい知識を町民に普及させるとともに生きる支援の啓発を継続して行います。 

企画政策課 

 広報文書係 
  ●  

職員研修に関する事務 職員研修の一つに、こころの健康づくり・ゲートキーパーに関する研修を導入します。 総務課 

 行政係 
 ● ●  
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取 組 内 容 課（局・室）係 

基 本 方 針 

地
域
の
つ
な
が
り
の

強
化 

心
身
の
健
康
づ
く
り
の

推
進 

相
談
支
援
体
制
の
充
実

と
人
材
育
成
を
図
る 

関
係
団
体
の
連
携
や

協
働
を
推
進
す
る 

職員の健康管理に関する事

務 

専門機関と連携したメンタルヘルス対策をはじめ、ストレスチェックや人間ドック等の結果

から、疾病の早期発見と早期治療のための受診勧奨など、職員の心身と健康の維持増進を図

ります。 

総務課 

 行政係  ● ●  

行政相談業務の支援と連携 地域の住民生活に身近な分野を中心に、広範な行政分野の苦情等の相談役である行政相談委

員の活動を支援（相談所の開設等）するとともに、連携した取組を推進します。 

総務課 

 行政係 
  ●  

交通安全対策の推進 交通安全キャンペーン等の実施とあわせ、自殺対策に関するリーフレット（相談先の紹介）

等を配布します。 

総務課 

 危機管理係 
●  ●  

防災行政無線 防災行政無線放送機器の各家庭への設置時、各家庭で抱える事情に応じて関係課・機関に連

絡を行います。 

総務課 

 危機管理係 
   ● 

女性団体連絡協議会の活動

支援を通じた広報・啓発活

動 

女性・男性の性別にかかわりなく「自分らしく」生きることができるように、男女共同参画

社会の実現に向け、女性団体のイベントや研修会において、生きる支援に関する資料や相談

先等を掲載したリーフレットを提供し、住民に対する広報・啓発活動を行っていただくよう

働きかけます。 

企画政策課 

 企画政策係 
●    

地域元気再生事業（地域活

性化型） 

区公民館が行う地域づくり事業や、地域の課題解決を図るための事業、社会貢献や地域活性

化につながる創造的な事業に対し、その費用の一部を助成するとともに、事業計画に住民同

士の交流を組み込むよう提案します。 

企画政策課 

 地域振興係 ●   ● 

住 民 参 画 の ま ち づ く り 推

進、リーダー人材育成 

次世代を担う地域リーダー育成のため、県主催の研修会等へ参加し、共生・協働に関する意

識向上を図ります。 

企画政策課 

 地域振興係 
●   ● 

「地域づくり活性化計画」

の実現に向けた活動支援 

各種活動や計画策定などの支援・協力にあたり、地域一体となって取り組む仕組みづくり等

を提案します。 

企画政策課 

 地域振興係 
●   ● 

学校跡地の有効活用 まちづくりの視点をもって地域住民の意見等を十分反映させ、地域のコミュニケーション力

の向上を図り、地域一体として活用策を検討します。 

財政課 

 管財契約係 
●   ● 

人権擁護事務 特設人権相談所を町内の各地区で開設し、身近に相談窓口を設けます。相談内容に応じ、適

切な相談支援先に繋げるよう関係機関との連携強化を図るとともに、リーフレット等を配布

し情報提供を行います。 

町民環境課 

 町民係 ●  ● ● 

太陽福祉センターの運営 太陽福祉センターが、福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点として、生活上の相談事業や

同和問題をはじめとするあらゆる人権課題の事業を実施していることを周知し、人権課題を

抱えた際に利用できるよう普及を促します。 

町民環境課 

 太陽福祉センター係 ● ● ● ● 

人権啓発推進事業 町人権擁護審議会及び町人権啓発推進会議を開催し、連携した取組を推進します。また、人

権啓発フェスティバルを実施し人権啓発に努め、会場に各種相談先を掲載しているリーフレ

ットの配置、対策に関連するパネル展示等を行います。 

町民環境課 

 太陽福祉センター係 ● ● ● ● 

・生活困窮者自立支援事業 

・生活保護制度 

生活に困っている相談者に寄り添いながら相談に応じ、保健師や関係機関との連携により、

「生きることへの包括的な支援」を強化します。 

また、くらし・しごとサポートセンター等の相談に応じる職員に対し、ゲートキーパー研修

の受講を推奨します。 

保健福祉課 

 福祉係 
  ● ● 

障害者相談支援事業 障がい者(児)が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう相談に応じ、必要な

情報の提供や権利擁護のための必要な援助を行います。また、相談ケースに応じて適切な関

係機関へつなげるよう関係機関と連携を図り、家族等に対しゲートキーパー研修の受講を推

奨します。 

保健福祉課 

 福祉係 
  ● ● 
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民生委員・児童委員、主任児

童委員 

生活に困っている人や児童・心身障がい者（児）・高齢者・母子世帯等で援助を必要とする

人の相談に応じ、指導や関係機関へのつなぎを行います。 

また、適切な関係機関へつなげられるよう委員の資質向上の研修を実施し、全委員に対しゲ

ートキーパー研修の受講を推奨します。 

保健福祉課 

 福祉係 
●  ● ● 

ボランティアセンターの運

営 

ボランティアを必要としている団体への様々な情報提供や人材のマッチング等を進めます。 

また、ボランティアとして参加することそのものが個人の生きがいにつながるという観点か

ら、継続的な活動の支援を行います。 

保健福祉課 

 福祉係   ● ● 

心配ごと相談所の運営 毎週木曜日にくらし・しごとサポートセンターの職員で生活の困りごと等の相談に応じま

す。 

また、毎月第３木曜日に弁護士による無料法律相談を実施します。 

保健福祉課 

 福祉係   ●  

福祉団体への加入促進 会員相互のつながりの中で何でも相談できる雰囲気づくりや個人の生きがいづくりにつな

がる支援を行います。また、会員に対しゲートキーパー研修の受講を推奨します。 

保健福祉課 

 福祉係 
  ●  

理解促進・啓発事業 

（さつまる・ふくしマルシ

ェ） 

ノーマライゼーションの理念に基づき、障がいや障がい者（児）への理解の促進を図ると共

に、障がい者の社会参加・参画の場を創出するため、障害福祉事業所（団体）の活動ＰＲや

就労支援事業所等で生産する加工食品等の販売促進などの支援を行います。 

保健福祉課 

 福祉係 ● ●  ● 

各種健康診査 各種健康診査の質問事項で、睡眠で休養が十分とれていないと回答した方について、結果報

告会等で聞き取りを行い、必要であれば相談窓口の紹介を行います。 

保健福祉課 

 保険係 
 ●   

生活支援体制整備事業 支援が必要な高齢者に対し、元気な高齢者などによる有償ボランティアが見守り、支援する

体制を構築し、地域住民同士という顔の見える安心できる関係性を強化し、支えあいの気持

ちを育みます。 

高齢者支援課 

 高齢者支援係 ●   ● 

地域ケア会議推進事業 高齢者の生活支援を巡る地域課題等が発生した場合に、多職種間での会議を行うことで、

様々な視点から多角的に課題を捉え、対象への支援の強化、連携の強化に繋げます。 

高齢者支援課 

 高齢者支援係 
   ● 

高齢者福祉バス運行 高齢者クラブが行う研修やボランティア活動等のために運行し、普段は外出の機会がない高

齢者が、地域の友人や仲間と共に出かけることができ、コミュニティの強化や生涯学習の推

進に繋げます。 

高齢者支援課 

 高齢者支援係 ● ● ● ● 

緊急通報体制整備事業 在宅の 1 人暮らし高齢者及び身体障がい者等に対し、急病や災害等の緊急時に迅速かつ適切

な対応を図ることを目的に、対象者宅に緊急通報装置を設置し、住み慣れた在宅で安心して

過ごすことができるよう支援します。 

高齢者支援課 

 高齢者支援係 ● ● ● ● 

シルバー人材センター運営

支援 

シルバー人材センターの活用を促すため、働くことを希望する高齢者へシルバー人材センタ

ーを紹介します。 

高齢者支援課 

 高齢者支援係 
● ● ● ● 

チームオレンジの設置 地域住民の認知症サポーター等による、認知症の人やその家族のちょっとした困りごとをサ

ポートするチーム（チームオレンジ）を設置します。 

高齢者支援課 

 高齢者支援係 
● ● ● ● 

養護老人ホーム入所措置 環境上及び経済的な理由により居宅での生活が困難な高齢者を入所させ、安心できる環境で

自立した生活を送れるよう支援します。 

高齢者支援課 

 高齢者支援係 
● ● ● ● 

介護認定調査 介護認定調査において、虐待やうつなど何らかの問題を抱えていることが疑われる場合は、

関係機関へ連絡します。 

高齢者支援課 

 介護保険係 
   ● 

ひとり親家庭等医療費助成

事業 

ひとり親家庭等の生活の安定及び福祉の向上を図るために医療費の一部を助成します。 子ども支援課 

 子育て支援係 
● ● ● ● 

放課後児童健全育成事業 共働き等の理由により保護者が昼間家庭にいない小学校児童に対し、適切な遊び及び生活の

場を与え、健全な育成を図ります。 

子ども支援課 

 子育て支援係 
● ● ● ● 

児童扶養手当事業 父又は母と生計を同じくしていない児童（18 歳未満）が育成される家庭（ひとり親家庭等）

の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ります。 

子ども支援課 

 子育て支援係 
● ● ● ● 
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特別児童扶養手当事業 身体又は精神に中度以上の障がいを有する児童（20 歳未満）を監護している父又は母、また

は父母にかわって児童を養育している方の生活を支援します。 

子ども支援課 

 子育て支援係 
● ● ● ● 

病児保育事業 就業や世帯構造（ひとり親、核家族等）で病気の児の世話が困難な場合に、児を一時的に預

かることで、保護者の負担を軽減します。 

子ども支援課 

 子育て支援係 
● ● ● ● 

小児慢性特定疾病児童等日

常生活用具給付事業 

子どもの慢性疾病のうち、特定の疾病についてはその治療が長期にわたり、医療費も高額に

なること等から、安心して治療が受けられるように保険診療の自己負担分の一部を助成しま

す。 

子ども支援課 

 子育て支援係 ● ● ● ● 

保育所等入所 共働きや妊娠・出産、保護者の病気、親の介護などの事情で、保護者が家庭で保育のできな

い場合や、休日保育・一時預かり等も利用することができ、保護者の負担の軽減を図ります。 

子ども支援課 

 子育て支援係 
● ● ● ● 

さつま町産業祭＆JA 農業祭 さつま町産業祭＆JA 農業祭で町民相互の交流促進と町内外を含めた交流人口の増加及び地

域の活性化を図ります。 

また、「健康相談コーナー」を設け、各種の相談や、相談先を掲載したリーフレット等を配

布することにより、相談窓口の情報提供を行います。 

農政課 

 農業政策係 
● ● ● ● 

・家畜伝染病対策本部設置 

・口蹄疫対策事業 

・鳥インフルエンザ対策 

家畜伝染病等が発生した際、関係する農家等の支援時、必要に応じて各種相談窓口の情報提

供を行います。 

農政課 

 畜産係 ●  ●  

・担い手育成総合支援協議

会事業 

・新規就農者育成総合対策

事業 

認定農業者巡回訪問時、悩みや困りごとを抱えた際に相談できるよう、相談先を掲載したリ

ーフレットを配布します。また、必要に応じて関係機関に繋ぎます。 

担い手育成支援室 

 担い手育成係 
●  ●  

観光案内所設置業務 宮之城鉄道記念館に設置している観光案内所において、観光パンフレットのほか、各種相談

窓口を紹介しているリーフレットを置き、さりげなく手に取れるような雰囲気づくりに配慮

します。 

商工観光 PR 課 

 観光 PR 係 ●   ● 

消費者行政活性化事業 消費生活に関する相談で、抱えている他の課題も把握した際、必要に応じて関係機関に繋ぎ

ます。 

商工観光 PR 課 

 商工振興係 
●  ● ● 

商工業新規参入者支援事業 商工業への新規参入の促進及び創業時における経営の安定化を図ります。また、新規参入者

への支援時、悩みや困りごとを抱えた際に相談できるよう、事前に相談先を掲載したリーフ

レットを配布します。 

商工観光 PR 課 

 商工振興係 ●  ● ● 

ハローワークやものづくり

企業振興会との連携による

就業斡旋 

失業等（転入等を含む）で職を失い収入が不安定な方に、ハローワークの求人情報や町内の

製造業者で構成する「ものづくり企業振興会」企業の求人情報を提供し、就業に向けたマッ

チングを応援します。 

ふるさと振興課 

 企業誘致係 ●   ● 

移住定住促進事業 さつま町に定住する目的で、居住用の住宅を建設又は購入する方に対し、取得費用の一部を

助成します。対象物件については、取得要件によりますが借入金利を下げる制度（フラット

35）を紹介するなど、返済について案内や相談に応じます。 

ふるさと振興課 

 移住定住係 ●  ● ● 

空き家情報バンクの活用 新築住宅等のローン返済による生活水準の低下を抑制し、空き家の有効活用と定住希望者へ

の住宅供給を促進するため安価で取得できる中古住宅の売買や賃貸情報を提供します。 

ふるさと振興課 

 移住定住係 
●   ● 

公営住宅家賃滞納整理 家賃滞納者で深刻な問題を抱えているという情報や相談があった場合、それらの問題を支援

できるところに繋げられるような体制を作ります。 

建設課 

 建築係 
   ● 

水道料金収納対策 水道料金の支払いについて、困難な場合には分割納付などの相談に応じます。 水道課 

 水道管理係 
  ●  
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農地の斡旋事務 おくやみデスク等での面談を行った際、配偶者や親の死亡により、今後の農地利用に不安を

抱えている場合、農業委員や農地利用最適化推進委員等に働きかけ、できるだけ早期に新し

い耕作者等が見つかるよう努力します。 

農業委員会事務局 

 農地係    ● 

さつま町奨学資金貸与事業 経済的理由により高校・大学等への就学が困難な生徒に対し、奨学金を貸与し本町教育の発

展を図ります。また、資金面の援助に限らず、様々な問題に対し他の機関につなげて包括的

な支援を行います。 

教育総務課 

 総務係  ● ● ● 

人権同和教育事業 人権同和教育を推進することで他者への思いやりや尊厳を育み、子どもの豊かな心の育成を

推進します。 

学校教育課 

 教育指導係 
● ● ● ● 

さつま町特別支援教育支援

員配置事業 

児童生徒の学習や日常生活を支援する支援員に、ゲートキーパー研修を受講することを推奨

します。 

学校教育課 

 教育企画係 
  ●  

教育相談事業 教育相談によって児童生徒の悩み等を聴くことで、不登校などの問題解決の糸口を見い出

し、心身ともに健康な学校生活を送れるようにします。 

また、教育相談員や町教育支援センター指導員にこころの健康づくりやゲートキーパー研修

を受講することを推奨します。 

学校教育課 

 教育企画係 
 ● ●  

スクールソーシャルワーカ

ー活用事業 

家庭への積極的な働きかけを行い、生活環境の改善を図り、福祉関係部局等の関係機関と連

携を行います。また、不登校の児童生徒やその保護者との教育相談を行い、支援します。 

学校教育課 

 教育企画係  
● ● ● ● 

さつま町 PTA 連絡協議会 町の地域性に応じた PTA 活動の創造を積極的に推進するため、各単位 PTA 活動の活性化に努

め、お互いに情報を共有しながら充実した活動を目指します。また、各種会合でリーフレッ

ト配布、研修への受講を推奨します。 

社会教育課 

 社会教育係 ● ● ● ● 

高齢者学習活動促進事業 地域包括支援センター等から講師を招いて、高齢者となっても家に閉じこもらず社会との繋

がりを持って生活する生き方を広めます。 

社会教育課 

 社会教育係 
● ● ●  

家庭教育学級促進事業 子どもが他人をいたわり、いじめや差別をしないことを身につけ、豊かな社会性を持つ人間

に育てる家庭作りを推進します。 

社会教育課 

 社会教育係 
● ● ● ● 

社会同和教育推進事業 人権フェスタに学校や地域団体で出演し、各種人権指導者研修会に参加します。また、小中

学校での同和教育講演会を開催します。集会所での各種文化講座も実施します。 

社会教育課 

 社会教育係 
● ● ● ● 

生涯学習推進事業 自分の生きがいやいきいきと豊かな人生を送るための生涯学習の推進を図ります。また、各

種会合や講座等でリーフレットを配布します。 

社会教育課 

 社会教育係 
● ●   

図書館運営事業 各種相談先が掲載してあるリーフレットを設置し、３月の自殺対策強化月間や９月の自殺予

防週間時に「いのち」や「こころ」に関する図書の特集を行うことで、児童生徒等に対する

情報周知を図ります。 

社会教育課 

 社会教育係 ● ● ●  

青少年育成推進事業 地域の協力を得ながら子どもの健全な育成を推進することで，早期にコミュニケーション能

力や支えあいの気持ちを育むことを支援します。総会等の会合で各単位子ども会育成会会長

を対象にリーフレットを配布します。 

社会教育課 

 社会教育係 ● ●  ● 

消防団幹部会議 火災やその他の災害現場で様々な体験をしている消防団員に、こころの健康づくりを促せる

よう消防団幹部会議時に各種相談先を掲載しているリーフレットを配布したり、勉強会を実

施します。 

消防総務課 

 消防団係 ● ● ● ● 

住宅用火災警報器設置促進

事業 

住宅用火災警報器の各家庭への設置調査時、各家庭で抱える事情に応じて関係課・機関に連

絡を行います。 

警防課 

 予防係 
●   ● 
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１ 推進体制 
｢誰も自殺に追い込まれることのない生き心地のいい町づくり｣の実現

を目指して、行政組織内外の関係団体・機関ならびに民間団体等と緊密

な連携を図るとともに、様々な関係者の知見を活かし、自殺対策を総合

的に推進します。 

そのため、｢自殺対策協議会｣を設置し、計画の進捗管理をするととも

に、事務局が庁内の関連施策との連携を図り、計画に沿った事業・取組

を着実に推進します。 
 

図表 5-1-1 さつま町自殺対策における連携体制  

 

 

  

連携  

自殺対策協議会  さつま町  

・薩摩郡医師会  

・医療法人博仁会  宮之城病院  

・さつま町商工会  

・北さつま農業協同組合  

・さつま町民生委員児童委員協議会  

・さつま町区公民館長連絡協議会  

・さつま町高齢者クラブ連合会  

・さつま町青年団  

・こころの健康づくりサポーター  

・若竹会  

・川内公共職業安定所宮之城出張所  

・さつま警察署  

・川薩保健所  

・さつま町社会福祉協議会  

・さつま町地域包括支援センター  

・さつま町消防本部  

・さつま町教育委員会  

・  

・  

・さつま町保健福祉課  

  他  関係各課  
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２ 評価のしくみ 
計画管理中は、各種取組について、実施団体による適切な進行管理を

行います。また年に１度効果的に行われているか検証し、評価を行うた

め、さつま町自殺対策協議会で取組の進行状況や結果について報告しま

す。さらに、進行状況については町広報紙やホームページ等により町民

等に報告します。さつま町は自殺対策において PDCA サイクルの確立に

努めます。 
 

図表 5-2-1 PDCA サイクル 

 

 

このページは白紙です。  
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第２次さつま町いのち支える対策推進計画の策定経過 
 

令和５年１月 こころの健康に関する意識調査 

⚫ 普段の生活や地域との付き合いについて 

⚫ 「からだ」や「こころ」の健康について 

⚫ 介護について 

⚫ 相談について 

⚫ うつ病に対する考えについて 

⚫ 自殺に対する考えについて 

令和５年 10 月 25 日 第１回自殺対策協議会 

⚫ さつま町の自殺の現状及び川薩圏域の自殺の現状につい

て 

⚫ さつま町いのち支える対策推進計画実績報告（まとめ）に

ついて 

⚫ さつま町こころの健康に関する意識調査（アンケート）の

結果について 

⚫ 第２次さつま町いのち支える対策推進計画（案）について  

⚫ その他、意見交換等 

令和５年 11 月 22 日 第１回自殺対策協議会 部会 

⚫ さつま町の自殺の現状について 

⚫ これまでの取組と実績について 

⚫ 次期計画（第２次さつま町いのち支える対策推進計画）案

について 

⚫ その他、意見交換等 

令和５年 12 月 22 日 第２回自殺対策協議会 部会 

⚫ 次期計画（第２次さつま町いのち支える対策推進計画）具

体的取組、内容案について 

⚫ その他、意見交換等 

令和６年２月１日 第２回自殺対策協議会 

⚫ 第２次さつま町いのち支える対策推進計画素案について 

⚫ その他、意見交換等 
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さつま町自殺対策協議会設置要綱 
 

（設置） 

第１条 自殺対策基本法（平成 18 年法律第 85 号）第２条の基本理念に則

り，さつま町内の自殺者ゼロを目標に，関係する機関及び団体（以下「関

係機関等」という。）が連携し，現状，課題等を明らかにしながら，自殺

予防のための適切な対策を推進するため，さつま町自殺対策協議会（以

下「協議会」という。）を設置する。 

（所掌事項） 

第２条 協議会は，次に掲げる事項を所掌する。 

（１）自殺の実態把握に関すること。 

（２）自殺対策の検討に関すること。 

（３）自殺対策のための情報交換及び連携方法に関すること。  

（４）自殺対策のための普及啓発に関すること。 

（５）自殺対策計画に関すること。 

（６）地域における自殺対策の取り組みに関すること。 

（７）その他自殺対策の推進に必要な事項に関すること。 

（組織） 

第３条 協議会の委員（以下「協議会委員」という。）は，別表に掲げる関

係機関等の長又は代表者及びその他必要と認めた者の中から町長が委嘱

する。 

（協議会委員の任期） 

第４条 協議会委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。ただし，協議

会委員が欠けた場合における補欠委員の任期は，前任者の残任期間とす

る。 

（会長及び副会長） 

第５条 協議会に会長及び副会長を置く。 

２ 会長は，副町長をもって充てる。 

３ 会長は，協議会を代表し，会務を総理する。 

４ 副会長は，委員のうちから会長が指名する。 

５ 副会長は，会長を補佐し，会長に事故あるときは，その職務を代理す

る。 

（会議） 

第６条 協議会の会議（以下「会議」という。）は，会長が招集し，議長と

なる。 

２ 会議は，協議会委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は，出席者の過半数で決し，可否同数のときは，議長の決

するところによる。 

４ 会長は，必要に応じて協議会委員以外の者を会議に出席させ，その意

見を聴取することができる。 

（部会） 

第７条 第２条に規定する所掌事項の具体的な内容について協議するため，

協議会に部会を置く。 

２ 部会は，部会長及び部会委員をもって組織する。 
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３ 部会長は，保健福祉課長をもって充てる。 

４ 部会委員は，協議会委員が当該関係機関等に属する職員等のうちから

指名した者をもって組織する。 

５ 部会は，必要に応じて部会長が招集する。 

６ 部会委員の任期は，２年以内の期間で部会長が必要と認める期間とす

る。 

（庶務） 

第８条 協議会の庶務は，保健福祉課において処理する。 

（その他） 

第９条 この告示に定めるもののほか，協議会の運営に関し必要な事項は，

協議会の同意を得て会長が定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は，平成 29 年 11 月１日から施行する。 

（任期の特例） 

２ この告示の施行後最初に委嘱されるさつま町自殺対策協議会委員の任

期は，第４条の規定に関わらず，平成 31 年３月 31 日までとする。 

 

別表（第３条関係） 

薩摩郡医師会 

医療法人 博仁会 宮之城病院 

さつま町商工会 

北さつま農業協同組合 

さつま町民生委員児童委員協議会 

さつま町区公民館長連絡協議会 

さつま町高齢者クラブ連合会 

さつま町青年団 

さつま町こころの健康づくりサポーター団体 

特定非営利法人 若竹会 

川内公共職業安定所宮之城出張所 

さつま警察署 

川薩保健所 

さつま町社会福祉協議会 

さつま町消防本部 

さつま町教育委員会 

さつま町地域包括支援センター 

さつま町保健福祉課 

さつま町高齢者支援課 

さつま町子ども支援課 

その他町長が必要と認める者 
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さつま町自殺対策協議会委員名簿 
 

No. 団 体 名 氏 名 

１ 薩摩郡医師会 堀之内 都基 

２ 医療法人 博仁会 宮之城病院 新 門  弘 人 

３ さつま町商工会 白 石  和 弘 

４ 北さつま農業協同組合 春 田  和 則 

５ さつま町民生委員児童委員協議会 上 間  睦 美 

６ さつま町区公民館長連絡協議会（二渡区公民館長） 小 川  政 德 

７ さつま町高齢者クラブ連合会 永 野  忠 行 

８ さつま町青年団 外 囿  雄 大 

９ さつま町こころの健康づくりサポーター 手 塚  千 草 

10 若竹会 田 中  久 子 

11 川内公共職業安定所宮之城出張所 松 元  初 美 

12 さつま警察署 福 元  俊 一 

13 川薩保健所 川 畑  哲 郎 

14 さつま町社会福祉協議会 大 園  良 正 

15 さつま町消防本部 荻木場 一水 

16 さつま町教育委員会 岩 𦚰  勝 広 

17 さつま町地域包括支援センター 鍛冶屋 勇二 

18 さつま町副町長 高 田  真 

19 さつま町高齢者支援課 久保田 春彦 

20 さつま町子ども支援課 藤 園  育 美 

※各団体における役職は省略しています。 
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さつま町自殺対策協議会部会委員名簿 
 

No. 団 体 名 氏 名 

１ 薩摩郡医師会 益 崎  隆 雄 

２ 医療法人 博仁会 宮之城病院 内之倉 優江 

３ さつま町商工会 得永 小夜子 

４ 北さつま農業協同組合 白 石  周 作 

５ さつま町民生委員児童委員協議会 上 間  睦 美 

６ さつま町区公民館長連絡協議会 市 来  照 夫 

７ さつま町高齢者クラブ連合会 岡 村  光 子 

８ さつま町青年団 柳 澤  佑 介 

９ さつま町こころの健康づくりサポーター 内 山  愛 子 

10 若竹会 中山田 はるみ 

11 川内公共職業安定所宮之城出張所 松 元  初 美 

12 さつま警察署 花 園  貴 志 

13 川薩保健所 森 永  彩 里 

14 さつま町社会福祉協議会 山 下  光 男 

15 さつま町消防本部 河 野  秀 樹 

16 さつま町教育委員会 安 庭  裕 太 

17 さつま町地域包括支援センター 髙柳 さゆり 

18 さつま町保健福祉課 甫 立  光 治 

19 さつま町保健福祉課 濱 田  清 美 

20 さつま町高齢者支援課 鶴 森  久 美 

21 さつま町子ども支援課 田 口  浩 子 

※各団体における役職は省略しています。 
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自殺対策基本法 
 

自殺対策基本法（平成十八年法律第八十五号） 

 

目次 

第一章 総則（第一条―第十一条） 

第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等（第十二条―第

十四条） 

第三章 基本的施策（第十五条―第二十二条） 

第四章 自殺総合対策会議等（第二十三条―第二十五条） 

附則 

 

第一章 総則 

（目的） 

第一条 この法律は、近年、我が国において自殺による死亡者数が高い水

準で推移している状況にあり、誰も自殺に追い込まれることのない社会

の実現を目指して、これに対処していくことが重要な課題となっている

ことに鑑み、自殺対策に関し、基本理念を定め、及び国、地方公共団体

等の責務を明らかにするとともに、自殺対策の基本となる事項を定める

こと等により、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわ

せて自殺者の親族等の支援の充実を図り、もって国民が健康で生きがい

を持って暮らすことのできる社会の実現に寄与することを目的とする。 

（基本理念） 

第二条 自殺対策は、生きることの包括的な支援として、全ての人がかけ

がえのない個人として尊重されるとともに、生きる力を基礎として生き

がいや希望を持って暮らすことができるよう、その妨げとなる諸要因の

解消に資するための支援とそれを支えかつ促進するための環境の整備充

実が幅広くかつ適切に図られることを旨として、実施されなければなら

ない。 

２ 自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみ捉えられるべきものでは

なく、その背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取

組として実施されなければならない。 

３ 自殺対策は、自殺が多様かつ複合的な原因及び背景を有するものであ

ることを踏まえ、単に精神保健的観点からのみならず、自殺の実態に即

して実施されるようにしなければならない。 

４ 自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発

生した後又は自殺が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果

的な施策として実施されなければならない。 

５ 自殺対策は、保健、医療、福祉、教育、労働その他の関連施策との有

機的な連携が図られ、総合的に実施されなければならない。  

（国及び地方公共団体の責務） 

第三条 国は、前条の基本理念（次項において「基本理念」という。）にの

っとり、自殺対策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。  

２ 地方公共団体は、基本理念にのっとり、自殺対策について、国と協力
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しつつ、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有

する。 

３ 国は、地方公共団体に対し、前項の責務が十分に果たされるように必

要な助言その他の援助を行うものとする。 

（事業主の責務） 

第四条 事業主は、国及び地方公共団体が実施する自殺対策に協力すると

ともに、その雇用する労働者の心の健康の保持を図るため必要な措置を

講ずるよう努めるものとする。 

（国民の責務） 

第五条 国民は、生きることの包括的な支援としての自殺対策の重要性に

関する理解と関心を深めるよう努めるものとする。 

（国民の理解の増進） 

第六条 国及び地方公共団体は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺対

策に関する国民の理解を深めるよう必要な措置を講ずるものとする。  

（自殺予防週間及び自殺対策強化月間） 

第七条 国民の間に広く自殺対策の重要性に関する理解と関心を深めると

ともに、自殺対策の総合的な推進に資するため、自殺予防週間及び自殺

対策強化月間を設ける。 

２ 自殺予防週間は九月十日から九月十六日までとし、自殺対策強化月間

は三月とする。 

３ 国及び地方公共団体は、自殺予防週間においては、啓発活動を広く展

開するものとし、それにふさわしい事業を実施するよう努めるものとす

る。 

４ 国及び地方公共団体は、自殺対策強化月間においては、自殺対策を集

中的に展開するものとし、関係機関及び関係団体と相互に連携協力を図

りながら、相談事業その他それにふさわしい事業を実施するよう努める

ものとする。 

（関係者の連携協力） 

第八条 国、地方公共団体、医療機関、事業主、学校（学校教育法（昭和

二十二年法律第二十六号）第一条に規定する学校をいい、幼稚園及び特

別支援学校の幼稚部を除く。第十七条第一項及び第三項において同じ。）、

自殺対策に係る活動を行う民間の団体その他の関係者は、自殺対策の総

合的かつ効果的な推進のため、相互に連携を図りながら協力するものと

する。 

（名誉及び生活の平穏への配慮） 

第九条 自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれ

らの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分配慮し、いやしくもこれら

を不当に侵害することのないようにしなければならない。  

（法制上の措置等） 

第十条 政府は、この法律の目的を達成するため、必要な法制上又は財政

上の措置その他の措置を講じなければならない。 

（年次報告） 

第十一条 政府は、毎年、国会に、我が国における自殺の概況及び講じた

自殺対策に関する報告書を提出しなければならない。 
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第二章 自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画等 

（自殺総合対策大綱） 

第十二条 政府は、政府が推進すべき自殺対策の指針として、基本的かつ

総合的な自殺対策の大綱（次条及び第二十三条第二項第一号において「自

殺総合対策大綱」という。）を定めなければならない。 

（都道府県自殺対策計画等） 

第十三条 都道府県は、自殺総合対策大綱及び地域の実情を勘案して、当

該都道府県の区域内における自殺対策についての計画（次項及び次条に

おいて「都道府県自殺対策計画」という。）を定めるものとする。  

２ 市町村は、自殺総合対策大綱及び都道府県自殺対策計画並びに地域の

実情を勘案して、当該市町村の区域内における自殺対策についての計画

（次条において「市町村自殺対策計画」という。）を定めるものとする。 

（都道府県及び市町村に対する交付金の交付） 

第十四条 国は、都道府県自殺対策計画又は市町村自殺対策計画に基づい

て当該地域の状況に応じた自殺対策のために必要な事業、その総合的か

つ効果的な取組等を実施する都道府県又は市町村に対し、当該事業等の

実施に要する経費に充てるため、推進される自殺対策の内容その他の事

項を勘案して、厚生労働省令で定めるところにより、予算の範囲内で、

交付金を交付することができる。 

 

第三章 基本的施策 

（調査研究等の推進及び体制の整備） 

第十五条 国及び地方公共団体は、自殺対策の総合的かつ効果的な実施に

資するため、自殺の実態、自殺の防止、自殺者の親族等の支援の在り方、

地域の状況に応じた自殺対策の在り方、自殺対策の実施の状況等又は心

の健康の保持増進についての調査研究及び検証並びにその成果の活用を

推進するとともに、自殺対策について、先進的な取組に関する情報その

他の情報の収集、整理及び提供を行うものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策の効率的かつ円滑な実施に資する

ための体制の整備を行うものとする。 

（人材の確保等） 

第十六条 国及び地方公共団体は、大学、専修学校、関係団体等との連携

協力を図りながら、自殺対策に係る人材の確保、養成及び資質の向上に

必要な施策を講ずるものとする。 

（心の健康の保持に係る教育及び啓発の推進等） 

第十七条 国及び地方公共団体は、職域、学校、地域等における国民の心

の健康の保持に係る教育及び啓発の推進並びに相談体制の整備、事業主、

学校の教職員等に対する国民の心の健康の保持に関する研修の機会の確

保等必要な施策を講ずるものとする。 

２ 国及び地方公共団体は、前項の施策で大学及び高等専門学校に係るも

のを講ずるに当たっては、大学及び高等専門学校における教育の特性に

配慮しなければならない。 

３ 学校は、当該学校に在籍する児童、生徒等の保護者、地域住民その他
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の関係者との連携を図りつつ、当該学校に在籍する児童、生徒等に対し、

各人がかけがえのない個人として共に尊重し合いながら生きていくこと

についての意識の涵かん養等に資する教育又は啓発、困難な事態、強い

心理的負担を受けた場合等における対処の仕方を身に付ける等のための

教育又は啓発その他当該学校に在籍する児童、生徒等の心の健康の保持

に係る教育又は啓発を行うよう努めるものとする。 

（医療提供体制の整備） 

第十八条 国及び地方公共団体は、心の健康の保持に支障を生じているこ

とにより自殺のおそれがある者に対し必要な医療が早期かつ適切に提供

されるよう、精神疾患を有する者が精神保健に関して学識経験を有する

医師（以下この条において「精神科医」という。）の診療を受けやすい環

境の整備、良質かつ適切な精神医療が提供される体制の整備、身体の傷

害又は疾病についての診療の初期の段階における当該診療を行う医師と

精神科医との適切な連携の確保、救急医療を行う医師と精神科医との適

切な連携の確保、精神科医とその地域において自殺対策に係る活動を行

うその他の心理、保健福祉等に関する専門家、民間の団体等の関係者と

の円滑な連携の確保等必要な施策を講ずるものとする。  

（自殺発生回避のための体制の整備等） 

第十九条 国及び地方公共団体は、自殺をする危険性が高い者を早期に発

見し、相談その他の自殺の発生を回避するための適切な対処を行う体制

の整備及び充実に必要な施策を講ずるものとする。 

（自殺未遂者等の支援） 

第二十条 国及び地方公共団体は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのな

いよう、自殺未遂者等への適切な支援を行うために必要な施策を講ずる

ものとする。 

（自殺者の親族等の支援） 

第二十一条 国及び地方公共団体は、自殺又は自殺未遂が自殺者又は自殺

未遂者の親族等に及ぼす深刻な心理的影響が緩和されるよう、当該親族

等への適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。  

（民間団体の活動の支援） 

第二十二条 国及び地方公共団体は、民間の団体が行う自殺の防止、自殺

者の親族等の支援等に関する活動を支援するため、助言、財政上の措置

その他の必要な施策を講ずるものとする。 

 

第四章 自殺総合対策会議等 

（設置及び所掌事務） 

第二十三条 厚生労働省に、特別の機関として、自殺総合対策会議（以下

「会議」という。）を置く。 

２ 会議は、次に掲げる事務をつかさどる。 

一 自殺総合対策大綱の案を作成すること。 

二 自殺対策について必要な関係行政機関相互の調整をすること。  

三 前二号に掲げるもののほか、自殺対策に関する重要事項について審議

し、及び自殺対策の実施を推進すること。 

（会議の組織等） 
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第二十四条 会議は、会長及び委員をもって組織する。 

２ 会長は、厚生労働大臣をもって充てる。 

３ 委員は、厚生労働大臣以外の国務大臣のうちから、厚生労働大臣の申

出により、内閣総理大臣が指定する者をもって充てる。  

４ 会議に、幹事を置く。 

５ 幹事は、関係行政機関の職員のうちから、厚生労働大臣が任命する。  

６ 幹事は、会議の所掌事務について、会長及び委員を助ける。  

７ 前各項に定めるもののほか、会議の組織及び運営に関し必要な事項は、

政令で定める。 

（必要な組織の整備） 

第二十五条 前二条に定めるもののほか、政府は、自殺対策を推進するに

つき、必要な組織の整備を図るものとする。 

 

附則抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内におい

て政令で定める日から施行する。 

 

附則（平成二七年九月一一日法律第六六号）抄 

（施行期日） 

第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次の

各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。  

一 附則第七条の規定 公布の日 

（自殺対策基本法の一部改正に伴う経過措置） 

第六条 この法律の施行の際現に第二十七条の規定による改正前の自殺対

策基本法第二十条第一項の規定により置かれている自殺総合対策会議は、

第二十七条の規定による改正後の自殺対策基本法第二十条第一項の規定

により置かれる自殺総合対策会議となり、同一性をもって存続するもの

とする。 

（政令への委任） 

第七条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に

関し必要な経過措置は、政令で定める。 

 

附則（平成二八年三月三〇日法律第一一号）抄 

（施行期日） 

１ この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規

定は、公布の日から施行する。 

 

このページは白紙です。  
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